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会
社
支
配
と
株
主
聞
の
合
意

(2) 

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る

閉
鎖
的
株
式
会
社
を
め
ぐ
る
一
つ
の
課
題
と
し
て

序

説
第
一
章
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
閉
鎖
的
株
式
会
社
と
株
主
の
地
位

第
二
章
議
決
権
拘
束
契
約

第
三
章
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状

【

ニ

緒

説

【
ニ
】
撤
回
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
る
た
め
の
要
件

守
口
制
定
法
(
以
上
一
二
巻
二
号
)

円
四
】
議
決
権
信
託
と
の
比
較
(
以
下
本
号
)

第
四
章
そ
の
他
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る
株
主
聞
の
合
意

【
一
】
比
例
持
分
の
変
更
に
関
す
る
も
の

【
-
口
定
足
数
・
決
議
要
件
の
変
更
に
関
す
る
も
の

青

竹
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第
五
章
取
締
役
の
裁
量
権
の
制
約
と
株
主
聞
の
合
意

【
一
】
緒
説

【
二
】
効
力
を
否
定
す
る
見
解

【
=
口
効
カ
を
認
め
よ
う
と
す
る
学
説
・
判
例

【
図
】
制
定
法

語

結
【四】

議
決
権
信
託
と
の
比
較

議
決
権
信
託
は
、
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
の
授
受
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
、
議
決
権
信

(
2
)
 

託
と
の
比
較
を
若
干
し
て
み
る
。

議
決
権
信
託
公
2
5
m
g
E
)
と
は
、
個
々
の
株
主
乃
至
一
団
の
株
主
と

(2) 

受
託
者
公
可
己
込
2

2
可ロ
22m)
と
の
合
意
公
開
B
O
B
E
C
に
よ
り
、
株

主
が
一
定
の
期
間
受
託
者
に
そ
の
株
式
を
譲
渡
し
、
受
託
者
が
信
託
期
間
中
令

意
の
内
容
に
従
っ
て
株
式
上
の
議
決
権
そ
の
他
の
権
利
を
行
使
す
る
も
の
で
あ

会社支配と株主関の合意、

る
。
議
決
権
信
託
は
、
今
ま
で
し
ば
し
ば
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
法
律
上
、
株

式
の
信
託
で
あ
っ
て
議
決
権
の
み
の
信
託
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
主
た
る
目
的

が
議
決
権
を
行
使
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
委
託
者
の
有
す
る

株
式
は
受
託
者
に
移
転
さ
れ
、
こ
の
移
転
は
株
主
名
簿
に
記
載
さ
れ
会
社
よ
り

受
託
者
に
新
し
い
株
券
が
発
行
さ
れ
る
。
そ
し
て
受
託
者
が
株
式
の
コ
モ
ン

p
i
上
の
所
有
者
公
認
巳

D
毛

E
円
)
と
な
る
。
ま
た
、
議
決
権
信
託
に
お

い
て
は
、
受
託
者
は
議
決
権
の
行
使
に
つ
い
て
一
般
に
任
意
の
決
定
権
を
も

円

4
)

つ
と
さ
れ
、
更
に
、
一
定
の
期
間
に
つ
き
有
効
に
設
定
さ
れ
た
議
決
権
信
託

に
つ
い
て
は
、
委
託
者
は
そ
の
期
間
中
信
託
契
約
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
単
に
議
決
権
行
使
に
つ
い
て
代
理
権
を
設
定

す
る
の
と
は
異
な
る
。

議
決
権
信
託
は
、
種
々
の
目
的
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
主
た
る
目
的
が

議
決
権
拘
束
契
約
と
同
様
、
同
じ
利
害
を
有
す
る
株
主
が
結
合
し
そ
の
う
ち

の
特
定
の
株
主
乃
至
第
三
者
を
し
て
受
託
者
と
せ
し
め
議
決
権
を
統
一
し
て

行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
会
社
の
支
配
権
を
得
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

(
8
)
 

に
変
わ
り
が
な
い
。
そ
し
て
議
決
権
信
託
は
、
受
託
者
を
し
て
統
一
し
て
議

決
権
を
行
使
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
信
託
契
約
が
撤
回
し
え
な
い
も
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料

の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
決
権
拘
束
契
約
或
い
は
委
任
状
の
援
受
に

よ
る
よ
り
も
確
実
に
議
決
権
の
結
合
が
図
り
う
る
。
し
か
し
、
閉
鎖
的
株
式

資

会
社
に
お
い
て
は
、
議
決
権
信
託
の
設
定
に
必
要
な
手
続
が
煩
墳
な
負
担
と

な
っ
た
り
、
制
定
法
で
課
せ
ら
れ
た
制
限
が
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
さ
れ
る

(
9
u
 

こ
と
が
少
な
く
な
く
、
更
に
、
受
託
者
の
私
利
私
欲
の
た
め
に
そ
れ
が
利
用

さ
れ
る
危
険
も
あ
抗
山
そ
こ
で
、
議
決
権
信
託
も
閉
鎖
的
株
式
会
社
で
用
い

ら
れ
て
は
い
る
前
山
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
議
決
権
信
託
の
有
効

性
が
判
例
或
い
は
制
定
法
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
日
で
も
、
議
決

権
拘
束
契
約
及
び
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
の
利
用
価
値
が

減
少
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
議
決
権
信
託
は
、
現
在
に
お
い
て
は
判
例
・
制
定
法
が
そ
の

有
効
性
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
初
期
に
な
さ
れ
て
い
た
議
決
権
信
託

に
お
い
て
は
、
株
式
の
所
有
権
が
受
託
者
に
移
転
さ
れ
ず
或
い
は
株
主
名
簿

上
は
委
託
株
主
の
名
義
に
し
て
議
決
権
の
み
が
信
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

っ
て
、
議
決
権
を
株
式
所
有
権
か
ら
分
離
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
、
或
い
は
、

議
決
権
信
託
は
株
主

9
2巴門戸
ω-cZ吊
『
)
の
多
数
決
原
理
に
反
す
る
非

民
主
的
な
も
の
で
あ
る
、
な
ど
を
理
由
に
こ
れ
を
無
効
と
す
る
判
例
が
み
ら

れ
た
。
ま
た
、
受
託
者
が
議
決
権
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
当
該
株
式
に
つ
い

て
何
ら
か
の
財
産
的
利
益
守

g
色
nFt
百円
2
2
C
を
有
し
て
い
な
い
場
合

事

4‘ 

に
は
、
受
動
(
裸
〉
雲
仙
(
匂
凶
器

F
Z
D
H
E
E
Eふ
と
し
て
、
議

決
権
信
託
契
約
が
撤
回
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
判

例
も
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
現
在
に
お
い
て
は
、
た
と
え
議
決
権
信
託
が
制

定
法
に
よ
っ
て
援
権
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
が
適
法
な
目
的
を
有
し
て

い
れ
ば
有
効
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
多
く
の
州
で
、
議
決
権
信
託
の

有
効
性
を
制
定
法
で
認
め
て
い
る
。
〉

そ
し
て
、
議
決
権
信
託
が
有
効
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、

一
般
の
信
託
に
関
す
る
コ
モ
ン
ロ
ー
上
及
び
制
定
法
の
要
件
を
備
え

て
い
る
こ
と
、

)
 

唱

A(
 

(2) 

目
的
が
適
法
な
る
こ
と
、

(4) (3) 

相
当
な
信
託
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
要
す
る
。
ま
た
、

議
決
権
信
託
に
つ
い
て
制
定
法
で
規
制
し
て
い
る
州
で
は
、
そ
の
州

の
制
定
法
の
規
定
に
一
致
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

な
お
、
受
託
者
の
信
託
契
約
違
反
或
い
は
信
託
目
的
違
反
に
対
し
て
、
議

決
権
信
託
証
書
所
持
人
(
委
託
株
主
〉
は
損
害
賠
償
の
請
求
を
す
る
こ
と
が

で
き
、
ま
た
、
受
託
者
が
信
託
契
約
に
違
反
し
て
議
決
権
を
行
使
し
た
り
、

信
託
の
目
的
に
反
し
て
自
己
の
個
人
的
利
益
の
た
め
に
議
決
権
を
行
使
す
る

場
合
に
は
、
救
済
方
法
と
し
て
差
止
命
令
。

ε
C
R
u
-ロ
)
が
認
め
ら
れ
加
。

〆ー、

」ノ

切
ω
一
一
回
三
宮
内
r
E
M
U
-
n
-
f
N
一
吋

Z
S
F・
列
。
戸
内
凶
仲
間
】
・
一
品
目
・
パ
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(2) 

ラ
ン
タ
イ
ン
は
、
議
決
権
信
託
は
委
任
状
が
撤
回
し
え
な
い
も
の
と

さ
れ
る
に
必
要
な
利
益

C
E
q
2
3
の
要
求
を
回
避
す
る
た
め
に

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
、
議
決
権
信
託
は
本
質
的
に
は

」
0
5
二口
2
2与
一
命
官

2
1
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(
号
正
巳

唱
一
ム
可
)
。

〈

2
〉
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
決
権
信
託
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
菱
田
政

宏
「
米
国
会
社
法
に
お
け
る
議
決
権
信
託
」
立
命
館
法
学
一
八
号
七

O
頁
以
下
、
同
「
株
主
の
議
決
権
行
使
と
会
社
支
配
」
一
六
一
頁
以

下
、
島
本
英
夫
「
ぐ
D
tロ
間
同

2
2
に
就
き
て
」
法
学
論
叢
三
五
巻
八
五

頁
以
下
に
詳
細
な
紹
介
、
が
な
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
本
稿
は
、
主
と

し
て
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
と
の
比
較
の
意
味

で
、
更
に
、
議
決
権
拘
束
契
約
と
の
関
係
で
言
及
す
る
。

(

3

)

こ
れ
に
対
し
て
委
託
者
に
は
、
議
決
権
信
託
証
書

?
2
5
m
可ロー

2
E
P
ω
件
。
)
が
発
行
さ
れ
る
。
そ
し
て
議
決
権
信
託
-
証
書
の
譲
渡

は
受
託
者
の
権
限
に
は
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
(
こ
の
点
に
つ
い

て
、
菱
田
・
前
帰
「
株
主
の
議
、
決
権
行
使
と
会
社
支
配
」
一
六
一
一
一
一
貝

参
照
)
。
な
お
、
議
決
権
信
託
は
書
面
に
よ
る
契
約
た
る
こ
と
を
要

し
、
議
決
権
信
託
に
つ
い
て
制
定
法
で
規
制
し
て
い
る
州
の
大
多
数

は
、
議
決
権
信
託
契
約
書
の
複
本

(g宮・

8
5
5宮
ろ
を
会
社

の
登
記
さ
れ
た
事
務
所
に
預
託
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

(
4
)
も
っ
と
も
、
議
決
権
信
託
契
約
に
受
託
者
の
議
決
権
行
使
に
つ
い

て
別
段
の
定
め
を
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
れ
に
よ
る
制
約
を
受
け

2
2
2
n
y
p
ゆ

N
O
U
こ
宅
・
さ
印
ー
さ
色
、
更
に
、
受
託
者

会社支配と株主聞の合意

は
信
託
法
上
の
一
般
受
託
者
と
し
て
の
義
務
を
負
い
、
い
わ
ゆ
る
信

託
関
係

Q
E
C
n
z
q
E
E
S
)
上
の
一
般
原
則
の
適
用
を
受
け
る

(
印
司
}
え
己

ME--
掛

N
o
u
-
-
司
-
A
D
吋)。

(
5
)

印
司

F
R
V
2・
山

N
O
∞
吋
℃
U
ω
u
c
l
ω
u
-
u
ω
件
。
〈
ゆ
ロ

F

C目

y
c
f

湖
一
日
一
司
印
念
か
よ
う
に
撤
回
が
制
約
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て

は、

ω信
託
契
約
の
撤
回
は
他
の
委
託
者
と
の
契
約
違
反
と
な
る
、

ω能
動
信
託
公
旦

z
g目
。
と
し
て
他
の
受
益
者

(vg巴円芯ユ
g)

の
同
意
な
し
で
は
撤
回
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る

3
2
8凹"。司
-
n
F
f
z
-
望
∞

1
2
8
0
そ
し
て
、
議
決
権
信
託

契
約
の
設
定
に
よ
り
会
社
の
経
営
・
政
策
に
関
し
て
不
満
或
い
は
不

一
致
が
生
じ
た
こ
と
は
委
託
者
の
契
約
の
撤
回
を
正
当
化
す
る
も
の

で
は
な
く
(
印
一
2
0江戸

F
抑

N
O
匂
司
・

ω
宝
)
、
ま
た
、
裁
判
所
も

信
託
契
約
を
撤
回
乃
至
終
了
せ
し
め
る
こ
と
が
会
社
或
い
は
株
主
の

利
益
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
撤
回
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て

い
る
(
印
明
F
R
宮
子
期
目
∞
吋
司
・
包
句
。
も
っ
と
も
、
信
託
契
約

で
撤
回
権
を
留
保
し
て
い
る
場
合
或
い
は
全
て
の
契
約
当
事
者
が
撤

回
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
場
合
に
は
撤
回
し
う
る
(
山
町
F
R
F
F

期
日
ロ
∞
吋
司
・

ω
U
C
。
ま
た
、
受
託
者
が
信
託
契
約
に
違
反
し
て
議
決

権
を
行
使
し
た
り
信
任
義
務
(
間
三

R
E
q
E
Q〉
に
違
反
す
る
場

合
に
は
信
託
契
約
を
撤
回
す
る
正
当
な
理
由
と
な
る
(
印
司
-
O
R
F
F

抑

N
O
∞

吋

匂

ω由
品
)
。

な
お
、
議
決
権
信
託
は
、
仙
一
定
数
の
受
託
者
の
賛
成
に
よ
る
信

託
終
了
の
決
定
、
同
債
務
の
弁
済
、
利
息
の
支
払
、
一
定
期
間
の
配

北法21(3・189)555



料

当
の
支
払
な
ど
の
所
期
の
目
的
の
達
成
、

ω受
託
者
に
よ
る
株
式
の

売
却
、
伸
一
定
の
持
分
を
も
っ
議
決
権
信
託
証
書
所
持
人
の
信
託

終
了
の
決
定
、
な
ど
に
よ
っ
て
信
託
期
間
の
満
了
前
に
終
了
す
る

(
こ
の
点
に
つ
い
て
、
菱
田
・
前
掲
・
立
命
館
法
学
一
八
号
九
九
頁

参
照
)
。

(
6
)

議
決
権
行
使
に
つ
い
て
代
理
権
を
設
定
す
る
場
合
と
の
一
般
的
比

較
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
冨

R
Z
F
D司-
n
F
H
よ
抑

2
3・一品
1
3
u
印

当
z
n
r
o『
ム

MG訪
問
者
・

ωωωlωω
印
参
照
。

(
7
)

そ
の
詳
細
は
、
菱
田
・
前
掲
・
立
命
館
法
学
一
八
号
七
四
頁
参
照
。

(
8〉
議
決
権
信
託
に
お
い
て
、
時
に
定
時
総
会
の
開
か
れ
る
前
に
、
取

締
役
選
任
或
い
は
会
社
の
営
業
の
譲
渡
、
合
併
な
ど
の
議
案
に
つ
い

て
い
か
に
議
決
権
を
行
使
す
る
か
を
受
託
者
に
指
図
す
る
た
め
に
議

決
権
信
託
証
書
所
持
人
の
総
会
(
5
2
4
5
m
え
2

5
同5
8
7
D
]
骨
三

が
開
か
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
(
菱
田
・
前
掲
・
立
命
館
法
学
一

八
号
九
五
頁
参
照
)
。
な
お
、
受
託
者
は
通
例
当
該
会
社
の
株
主
が

選
ば
れ
て
い
る
が
、
特
に
反
対
の
規
定
な
き
限
り
当
該
会
社
の
取
締

役
・
役
員
で
あ
っ
て
も
差
支
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
印
司

F
E
E
-

訓

N
D
U
一℃・ム(〕一)。

(

9

)

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
と
の
関
係
で
既
に

述
べ
た
が
、
議
決
権
信
託
を
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
利
用
す
る

実
際
上
の
欠
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
出

g
p
。司
-
n
r
・
-
即
日
吋
O

同)・ム
MO
山

】

凶

R
H
S
-
叶，

HHO
〈
D
同
宮
間
吋
2
ω
F
ω
4
Z・J
へ-
C・
F
-
M
N
2
・

今
回
目

)
N
U
O
W

丘

署
-
M
U
U
1
8
-
u
g
o邑

ggw
宮
巳
ロ
S
5
5
m

資

。Dロ可
c
-
c

向。-oω
ぬ
の
D『匂
O
E
C
Dロ
凹
噌
一
品
回
目
-Fmwd弓
可
・
(
一
白
山
田
)

一O
司
・
三
官
・

-o
∞
吋
参
照
。

(叩

)
ω
お釦門町
HMmwpo同y
n
t
-
一
品
切
口
問
-
F曲
者
可
釦
門
司
・
一
C

∞吋

(
日
)
議
決
権
信
託
は
一
九
世
紀
の
末
期
に
お
い
て
は
主
と
し
て
独
占
的

企
業
の
結
成
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
閉
鎖
的
な
会

社
に
も
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
回
島
町
除

去
2

5
・
D匂・

2
了
間

)-a
一
F
E
m
-
〈
D
Z口
町
吋
E
凹門出

g仏
〉
旦
庄
内

吋

E
『ミ
l叶
者
D
O同
任

命

句

HCM》
8
0
L
吋，

Z
B
W
5
5
2
ω
(
U
C
H司
DHm丘
Dロ

〉
2
・
ω
口
叶
2
2
F
-
岡
山
内
〈
(
一
旧
日
N)
∞ム
U
・
mw同日】
MY
∞印口
l
∞
忠

参
照
。な
お
、
日
本
に
お
い
て
、
最
近
朝
日
新
聞
社
の
株
式
管
理
信
託
に

つ
い
て
議
決
権
信
託
の
効
力
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て

い
る
(
鈴
木
竹
雄
「
議
決
権
信
託
の
効
力
」
回
中
誠
二
先
生
還
暦
記

念
・
現
代
商
法
学
の
諸
問
題
二
五
九
頁
以
下
参
照
〉
。

(
ロ
〉
の
C
5
5
3
7
〈
D
F
E問
吋

H
C
m
H
E
ι
H
H
3司
9
2
r
F
H
ν
B
己
2
(
ω
∞

のと
-
F
・
問
。
〈
・
(
一
回
会
〉
忠
匂
・
ム
∞
一
)
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
は

議
決
権
信
託
が
一
般
的
に
有
効
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
に
よ
り
大
部
分
そ
の
利
用
価
値
を
失
っ
た
と
述
べ
て
い

る
が
、
多
く
の
学
説
は
、
現
在
で
も
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
け
る
議

決
権
拘
束
契
約
或
い
は
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行
使
委
任
状
の

実
用
性
を
説
い
て
い
る
(
例
え
ば
、
パ
ラ
ン
タ
イ
ン
は
、
撤
回
し
え

な
い
委
任
状
を
伴
っ
た
議
決
権
拘
束
契
約
の
議
決
権
信
託
に
対
す
る

利
点
と
し
て
、
株
主
と
し
て
有
す
る
権
利
を
失
な
わ
ず
に
済
む
こ

北法21(3・190)556



(2) 

と
、
契
約
に
服
す
る
事
項
を
よ
り
容
易
に
限
定
、
制
限
し
う
る
こ

と
、
な
ど
多
〈
の
点
を
あ
げ
て
い
る

OF--s苦
P

毛

n
t・-
N

↓

吋
巾
H
S
F
・
岡
山
ゆ
〈
・
白
『
匂
司
・

5
0
1
5
3
0

(
日
〉
も
っ
と
も
、
株
式
が
受
託
者
に
移
転
さ
れ
そ
の
移
転
が
株
主
名
簿

に
記
載
さ
れ
て
い
な
く
て
も
議
決
権
信
託
で
あ
る
と
す
る
判
例
が
あ

っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
(
〉
Z
R
H
D
E
r
-ゆ〈・

u
s
u
-
-
ω
O
〉
-Nι

ωω
∞)。

(
M
門
)
円
四
J

ω

}

戸
角
印
刷
出
口
口
問
ぐ
♀
5
問
、
吋
門
口
え
の
ω自
♂
自
己

(
U
D

ロロ・印印ω・

日
ム
〉
・

ω
N
(
呂田一〉

(
日
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
、
者
向
包
括
ア
毛

-
E
L
3・
5
4
l
-
E
参
照
。

(
同
)
受
動
(
裸
)
信
託
と
は
、
信
託
財
産
を
受
益
者
に
取
得
せ
し
め
る

義
務
だ
け
を
受
託
者
が
負
う
信
託
で
あ
る
。

(
行
)
の
ロ
R
t
y
〈a

』
ゆ
唱
え
ア
∞

o
r
5
0
2・
mゆ
句
片
岡
三
巴
ア
呂
田
〉
・

円、

.m・
ω
一
日
(
一
∞
∞
由
)
引
の
宮
門
昨
〈
-
H
N
G可
仏

7
0
5
r
N
ω
ω

旬。・

Nω
ナ

∞
M

P

豆
(
↓
回
二
)
・
な
お
、
印
一
虫
色
n
v
F
m
N
o
g
M
U
・
8
A
参

照。

(
m
m
)

巧
9
3
m
o
F
D
司
・
2
7
・
℃
・
一
m
m
u
印司
F
R
r
p
出
自
由
甘
-
M
忍

出

M
O
吋∞℃・

ωム
∞
一
一
切
と
宮
口
江
口
P

。同
y

E

f

N
一
寸
色
町
百
円
、
.
烈
宮
、

ω
仲間
y

一ム
U
h
ω

常
語
口
F

G
℃
2
7
・
湖
一
日
一
司
印
山
一
-

(
叩
〉
一
九
六
九
年
現
在
議
決
権
信
託
に
つ
い
て
制
定
法
で
規
定
す
る
州

は
三
五
州
で
あ
る
。

(

却

)

印

句

}
2
n
v
q
-
期

NO~JY
司・

ωAAe

(
刀
)
違
法
な
目
的
と
し
て
は
、
例
議
決
権
信
託
に
よ
り
不
公
正
な
利
得

会社支配と株主関の合意

乃
至
利
益
の
獲
得
を
目
的
と
す
る
も
の
、

ω少
数
者
に
よ
る
会
社
の

不
当
な
支
配
を
目
的
と
す
る
も
の
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
目
的

の
適
法
性
に
つ
い
て
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
関
す
る
も
の
と
大
体

同
様
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
な
お
目
的
の
適
法
性
に
つ
い
て
の
具
体
例

に
つ
い
て
、
菱
田
「
株
主
の
議
決
権
行
使
と
会
社
支
配
」
一
七
二
・
一
七

三
頁
参
照
)
。
な
お
、
議
決
権
信
託
が
信
託
期
間
と
条
件
を
特
定
し

た
書
面
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
さ
え
す
れ
ば
、
目
的
が
適
法
で
あ
る

か
否
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
と
す
る
判
例
が
あ
る
(
図
。
-
B
2
〈・

ω宮
司
2
F
M
M
∞宮内凶・

8
∞
L
∞
口
〉
-
M
仏

ω
O
N
G
u
m
M
)
〉。

(
包
)
一
回
R
E
E
F
h
o
H匂
o
s
t
o
p
訓
同
一
印
宮
y

N
回目
I
N
S
-

(
m
A
)

制
定
法
は
主
と
し
て
信
託
期
間
に
つ
い
て
規
制
し
て
い
る
だ
け
な

の
で
(
も
っ
と
も
最
近
信
託
期
間
の
制
限
を
撤
廃
し
た
州
が
出
て
い

る
こ
と
は
前
述
し
た
。
宅
M
m
-
g
m
?
〉
ロ
ロ
・
掛
一
∞
0
.
M
吋(一

8
3

宮
D
-

〉ロロ・

ω仲
良
抑

ω
2
・N
品
目
(
呂
田
町
)
・
な
お
、
制
定
法
で
定
め

た
期
間
を
越
え
る
部
分
の
み
無
効
と
す
る
判
例
と
し
て
、

5
2
5
m
q

く
・
の
}
百
円
Z--
何

S
ロ
間
色
ω
丘
円
〉
田
正
・

5
一
宮
胃

ω
印0
・N

コ
z・

ペ・

ω・印一
O
(
-
8
s
・
立
与
〉
同
》
同
y
U
F
〈・∞吋
m
-
M
∞一

Z
・
d

へ・

ω

8
0
(
-
8日
)
が
あ
る
)
、
議
決
権
信
託
の
有
効
・
無
効
の
判
断
に
つ
い

て
、
目
的
が
適
法
か
杏
か
の
点
な
ど
は
裁
判
所
に
残
さ
れ
て
い
る
〈
そ

こ
で
、
学
説
に
お
い
て
は
議
決
権
信
託
の
立
法
論
の
試
み
が
な
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
守
ハ
ラ
ン
タ
イ
γ
は
、
議
決
権
信
託
の
目
的
は
取
締

役
の
選
任
に
限
定
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

E
Z
O
E
E
p
a
-

n
t
・-
M
一
寸
2
2
F・岡山内山〈・州民間
M
M
Y
5
M
L
m
印
・
ま
た
ブ
ラ
ド
レ
イ
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料

は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
当
該
会
社
の
全
て
の
株
主
に

よ
ら
ぬ
議
決
権
信
託
は
無
効
と
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
即
日
仏
i

ru刊、
o
u
・口

F
f
Z
の

g吋
問

2
0者
ロ
「

HN2・
忠
明
y

二吋
ω
)
。
な
お
、

議
決
権
信
託
に
関
す
る
制
定
法
の
規
定
が
他
の
株
主
間
の
合
意
の
効

力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
。

(

刊

日

)

印

2
2
n
F
2・
期

日

O
旧

日

司

A
M
↓・

資

第
四
章

そ
の
他
の
議
決
権
行
使
に
関
す
る

株
主
聞
の
合
意

比
例
持
分
の
変
更
に
関
す
る
も
の

今
ま
で
述
べ
て
き
た
議
決
権
拘
束
契
約
、
撤
回
し
え
な
い
議
決
権
代
理
行

【

一

】

使
委
任
状
、
議
決
権
信
託
は
、
い
ず
れ
も
株
主
が
他
の
株
主
な
ど
と
結
合
し

て
取
締
役
の
地
位
の
確
保
そ
の
他
株
主
総
会
の
決
議
事
項
に
つ
い
て
多
数
を

獲
得
し
会
社
の
支
配
権
を
得
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に

お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
株
主
問
の
合

意
を
以
て
、
取
締
役
の
地
位
の
確
保
そ
の
他
の
目
的
で
な
さ
れ
る
も
の
と
し

て
、
契
約
当
事
者
に
株
式
所
有
数
(
持
分
)
に
比
例
し
な
い
議
決
権
を
与
え

る
旨
の
契
約
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
の
契
約
は
、
多
く
は
、
当
該
会
社
に
お
い
て
は
多
数
を
占
め
る
に
到
ら

な
い
株
主
が
多
数
決
に
必
要
な
議
決
権
を
得
て
多
数
・
支
配
株
主
の
専
断
的

な
議
決
権
の
行
使
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
り
自
己
の
利
益
を
守
ろ
う
と
し
て
な

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
契
約
に
関
し
て
は
、

一
般
的
に
、

株
主
は
制
定
法
で
定
め
て
い
る
場
合
は
別
と
し
て
株
主
の
議
決
権
に

変
更
を
加
え
る
権
限
を
有
す
る
も
の
で
は
な

vvま
た
、

)
 
-(
 

即
ち (2)

制
定
法
或
い
は
定
款
が
定
め
て
い
る
各
株
式
(
議
決
権
)
の
平
等
、

《
。
&
】

一
株
一
議
決
の
原
則
に
反
す
る
、
更
に
、

契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
他
の
株
主
或
い
は
会
社
、
会
社
債
権

者
を
詐
害
し
、
契
約
当
事
者
の
秘
密
支
配
〈
持
口
百
円

8
2
3一
)

も
の
で
あ
る
、
な
ど
を
理
由
に
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。

を
企
て
る

し
か
し
、
若
干
の
判
例
で
は
あ
る
が
、
多
数
株
主
と
当
該
会
社
の
株
式
を

新
た
に
取
得
し
た
者
と
の
聞
で
の
、
後
者
に
当
該
会
社
の
五

O
%の
株
式
数

に
相
当
す
る
議
決
権
を
与
え
る
た
め
に
多
数
株
主
は
一
定
数
の
株
式
に
つ
い

て
は
議
決
権
を
行
使
し
な
い
旨
の
合
意
に
つ
い
て
、
ま
た
、
特
定
の
株
主
に
、

株
式
所
有
数
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
四
人
中
二
人
の
取
締
役
を
選
任
す
る
権
限

を
与
え
る
旨
の
合
意
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
こ
れ
を
有
効
と
す
る
も
の
が
あ

る
。
ま
た
、
前
述
の
議
決
権
拘
束
契
約
に
関
し
て
制
定
法
で
規
定
し
て
い
る

州
で
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
関
し
て
、
取
締
役
の
選
任
な
ど
に
つ
い
て
議

決
権
を
統
一
し
て
行
使
す
る
合
意
に
限
定
し
な
い
規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る

北法21(3・192)558



《

6
)

州
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
州
で
は
、
か
よ
う
な
契
約
も
有
効
と
さ
れ
る
可

能
性
を
残
し
て
い
る
。

な
お
、
か
よ
う
な
契
約
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
会
社
の
定
款
乃
至
附
属

定
款
で
、

一
株
式
に
数
個
の
議
決
権
が
与
え
ら
れ
る
株
式

(
2
2
2
2
5
7

百
四
五
円
円
ど
の
発
行
を
認
め
る
趣
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
が
v

更
に
、
当
該
会
社
の
多
数
を
占
め
る
に
到
ら
な
い
株
主
が
取
締
役
の

地
位
を
確
保
す
る
方
法
と
し
て
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
会
社

の
株
式
に
つ
い
て
数
種
類
の
発
行
合
宮
田

-
P
E
g
o『切
S
品
目
〉
を
認
め
る

或
い
は
取
締
役
の
組
分
け
〈
己
白
血
包
丘
町
三
宮
口
え

L
-
3
n
g
a
)
を
認
め
る
な

ど
の
定
款
・
附
属
定
款
の
規
定
が
有
用
な
も
の
と
な
る
。
即
ち
、
一
旦
成
立

し
た
定
款
(
日
江
戸

P
E
S
oご
口
B
G
G
E
t
s
-
円
r
R
E〉
、
附
属
定
款

〈

8
v

(
『
可

l
z
S
の
規
定
は
、
株
主
問
の
合
意
(
契
約
)
或
い
は
株
主
総
会
の
個

(2) 

々
の
決
議
と
は
異
な
り
、
そ
の
拘
束
力
は
、
直
接
そ
の
設
定
に
関
与
し
た
か

会社支配と株主間の合意

否
か
を
問
わ
ず
、
ま
た
明
示
的
に
そ
の
規
定
に
同
意
を
与
え
た
と
否
と
を
問

わ
ず
、
更
に
そ
の
存
在
内
容
を
現
実
に
知
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
当
然
に
株

主
、
取
締
役
・
役
員
、
会
社
を
拘
束
す
る
も
の
で

b
M
V
そ
し
て
、
近
時
、

多
く
の
州
の
制
定
法
は
、
株
主
に
任
意
の
定
款
規
定
や
特
別
の
附
属
定
款
規

定
の
利
用
を
広
汎
に
認
め
て
い
る
の
で
v

閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、

無
議
決
株
(
口

8
1
5
5
m
ぇ
R
5
の
発
行
を
認
め
る
定
款
の
規
定
、

の
株
主
の
所
有
し
う
る
株
式
数
を
制
限
す
る
或
い
は
一
人
の
株
主
の
行
使
し

う
る
議
決
権
の
最
高
限
を
定
め
一
定
数
以
上
の
株
式
を
所
有
す
る
株
主
の
議

決
権
数
を
制
限
す
る
定
款
の
規
定
、
累
積
投
棄
を
認
め
る
定
款
の
規
定
、
取

締
役
を
二
組
乃
至
三
組
な
ど
に
組
分
け
し
各
組
の
取
締
役
が
別
々
の
種
類
の

株
主
に
選
任
さ
れ
る
こ
と
或
い
は
各
組
の
取
締
役
の
任
期
が
別
々
と
な
る
こ

と
を
認
め
る
定
款
・
附
属
定
款
の
規
定
な
ど
が
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

人

(
1
)

こ
の
点
に
つ
い
て
、
回
丘
町
ロ
C
ロ
P
。
。
弓
o自
民
D
ロ
♂
湖
一
∞
ω
℃

A
N
O

参
照
。

(
2
)

初
期
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
各
株
主
は
株
式
所
有
数
に
関

係
な
く
一
議
決

(
0
5
5古
宮
門
司

2
8る
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い

た
が
(
こ
の
点
に
つ
い
て
、

Z
D
R
・0
司・

2
f
u∞
C
-
M
V
F
F
-
河内〈・

ω仲
間

》

es--
な
お
、
宮
孟
何
一
切
口
ω・
(
U
O

門
司
・
〉
門
司
〉
ロ
ロ
・
期

ω
-
3
H・

一
崎
ω
O
}

司
・
品
田
印
所
掲
の
判
例
参
照
)
、
今
日
で
は
、
株
主
が
-
株

式
に
つ
き
一
議
決
権
を
有
す
る
こ
と
は
多
く
の
州
の
制
定
法
或
い
は

判
例
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
も
っ
と
も
、
一
株
一
議
決
権
の
原

則
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
後
述
す
る
よ
う
に
定
款
・
附
属
定
款

で
株
主
の
議
決
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
)
。

(
3
)
Z
H
n
r
o】
O
唱。
=-S
〈・

ω
m
gロ
C
P

一C
N
Z
H
開
』
印
∞
印
L
K三
〉
・

吋∞
M

今
回
N
∞
)
(
当
該
会
社
の
二
五

M
の
株
式
を
有
す
る
株
主
に
五

O

M
に
相
当
す
る
議
決
権
を
与
え
る
旨
の
合
意
に
つ
い
て
、
主
と
し
て

こ
の
点
か
ら
無
効
と
さ
れ
て
い
る
)
・
な
お
、
。
rユ
己
主

4
H
M
Z
q
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料

(
N
a

〉司司・

0
2・印印
0

・u
c
z
・
J

ヘ・

ω・
日
仏
由
N
0
・m
M
U
C
宝
田
)
)
は
、

附
属
意
見
で
、
多
数
株
主
と
他
の
株
主
と
が
当
該
会
社
の
支
配
に
つ

い
て
等
し
い
権
限
を
有
す
る
旨
の
合
意
は
、
そ
の
合
意
に
つ
い
て
契

約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
株
主
が
存
し
な
い
場
合
に
は
有
効
で
あ

る
と
判
示
す
る
。

(
4〉
叶

z
p
p
g
〈

-
K
F
B
R
Z
P
S
Z
-
戸
二
?ω
∞
〉
M
仏

M

町田

(
一
由
主
)
(
有
効
と
す
る
理
由
と
し
て
、
こ
の
合
意
は
会
社
に
新
た
な

資
本
を
得
さ
せ
る
た
め
そ
し
て
会
社
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
か
つ
契
約
当
事
者
を
除
い
て
は
か
よ
う
な
合
意
に
よ
っ

て
何
ら
の
不
利
益
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
)
・

(
5
〉
の
と
-2
〈
の
に
-R-
合
同
戸
〉
E
Y
M
仏
品
目
ド
↓
u
m
z
-
向
日
品
目

(一∞白ム)・

(
6
)
2・
J
1

・∞
5
・
(
U
D
弓

戸

ω司
湖
町

N
O
F
Y
ω
・
の
め
色
。
〉
ロ
ロ
・

湖一

M
i
g
-
5
・
n
g目

gH司
OHえ
5
ロ
の
場
合
に
つ
い
て
、

ζ
内山・〉ロロ

。。
ι。
ω
3
・
Mω

訓↓
Q
A
n
H
り一戸

ω
S
?
〉
ロ
ロ
-
羽
田
O

∞
b
↓om(同
)
・
な

お、

z.
』.切
5
・。
c
G・
〉
の
け
泊
三
〉
I
印.
M

↓
(
↓
)
"
(
石
田
∞
)
山
口
乙

(uaめ
〉
ロ
ロ
・
岳
-
∞
期
日
一
∞
〈
n
γ
(
呂
田
吋
)
参
照
。

〈
7
)
そ
の
具
体
例
が
二
つ
ほ
ど
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
(
回
E
F
除

ζ
2
5・0
司・円即時・・

3
・吋
m
i
コ
参
照
)
、
か
よ
う
な
定
款
・
附
属
定
款

の
規
定
は
、
株
主
の
既
得
権
令

g
a
円仲間
r
g
)
を
侵
害
す
る
も
の

と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

Z
2
p
。。一号
0
5
2
の
『
阻
止
命
片
〉

g
g仏自
g
z
白
口
内
田
吾
何
回
目
宮
町
1

日
町
三
え
〈
D
Z
口
問
問
仲
間
r
F
Z
Z
R〈・円、・

HN2・
(
一
回
全
)
一

ωg-

資

丘
署
-
一
ω
コ1
5吋N
参
照
。

(
8
)

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
定
款
・
掛
川
属
定
款
に
つ
い
て
は
、
大
森
忠

夫
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
付
属
定
款
(
弓
l
g
S」
松
本
先
生
古

稀
記
念
・
会
社
法
の
諸
問
題
二
三
七
頁
以
下
、
島
本
英
夫
「
耳
l

F
5
に
つ
い
て
」
同
志
社
法
学
一
一
一
号
一
頁
以
下
参
照
。
な
お
、

ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
一
旦
成
立
し
た
定
款
の
規
定
は
、
「
州

と
会
社
、
会
社
と
株
主
、
及
び
株
主
聞
の
契
約
で
あ
る
」
と
考
え
ら

れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
(
切

g
r
h
w
宮
E
5・

毛
-
n
t
・
-
司
・
一
日
?
な
お
、
富
山
康
吉
「
ア
メ
リ
カ
会
社
法
に
お

け
る
既
得
権
理
論
の
変
遷
」
現
代
資
本
主
義
と
法
の
理
論
五
六
|
六

六
頁
参
照
)
、
か
よ
う
な
考
え
方
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
な

お
残
存
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
の
O
唱
戸

ω
O
B
命

。
o
E
H
0
2
Z汁耳
2
ロ
切
口
江
田
「

ω
ロ
仏
〉
同
HH022ロ
の
D門
回
以

O
B
C
C
ロ

F
M
W
J
F
m
u
出
足
〈
・
戸

-HN2j・
今
回
目
白
)-ω
吋0
・
三
官
・
一
ω
吋町〉。

(
9〉
回
巳
}
凶
ロ
ユ
ロ
P
(
U
D
『司
D
E
t
o
ロ
F

掛
-m
司・印町

(
山
)
例
え
ば
、
模
範
事
業
会
社
法
は
、
会
社
の
定
款
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
条
項
と
し
て
、
「
法
律
に
反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、

発
起
人
が
会
社
の
内
部
の
業
務
を
規
制
す
る
た
め
に
定
め
る
い
か
な

る
条
項
、
こ
れ
に
は
株
式
の
譲
渡
の
制
限
そ
の
他
本
法
に
お
い
て
附

属
定
款
に
定
め
る
こ
と
が
要
求
ま
た
は
許
さ
れ
る
条
項
、
を
も
含
む
」

と
規
定
し
(
玄
D
L
己
切
5
・
。
。
弓
・
〉
円
岬
掛
ム
∞

(
C
・(↓

8
3
)、

ま
た
、
附
属
定
款
は
、
「
法
律
ま
た
は
定
款
に
反
し
な
い
限
り
、
会

社
の
業
務
に
つ
い
て
の
規
制
及
び
管
理
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
条
項
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(2) 

を
も
含
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
(
缶
仏
・
期
N

印
)
、
多
く
の
州

の
制
定
法
で
こ
れ
と
同
様
な
規
定
を
設
け
て
い
る
。
更
に
、
多
く
の

州
の
制
定
法
の
多
数
の
条
文
中
に
は
、
そ
れ
に
定
む
る
規
制
は
、
定

款
ま
た
は
附
属
定
款
に
反
対
の
定
め
が
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る
旨

を
一
示
す
、
或
い
は
、
条
文
の
適
用
を
う
け
る
事
項
は
定
款
ま
た
は
附

属
定
款
を
以
て
規
制
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
旨
を
示
す
文
言
が
含
ま

れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
程
多
数
で
な
い
に
し
ろ
任
意
の
ま
た
は
特

別
の
定
款
条
項
を
定
め
う
る
事
項
を
特
に
列
挙
し
て
い
る
州
も
あ

る。
な
お
、
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
は
株
主
総
会
の
決
議
が
必
要
な
の

は
無
論
で
あ
る
が
(
通
例
%
)
、
附
属
定
款
に
つ
い
て
は
近
時
各
州

の
制
定
法
で
そ
の
設
定
権
限
を
定
款
、
株
主
の
定
め
る
附
属
定
款
或

い
は
株
主
総
会
の
決
議
で
取
締
役
に
与
え
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

(
け
)
例
え
ば
、
個
人
企
業
主
が
会
社
を
設
立
す
る
場
合
に
、
発
行
さ
れ

る
株
式
が
彼
の
も
の
を
除
い
て
無
議
決
株
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
自

己
の
所
有
す
る
株
式
数
い
か
ん
に
拘
ら
ず
従
来
通
り
会
社
の
支
配

権
を
確
保
し
え
、
ま
た
、
他
の
者
が
所
有
し
て
い
る
株
式
が
第
三
者

に
譲
渡
さ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
株
式
が
無
議
決
株
で
あ
る
な
ら

ば
、
第
三
者
の
介
入
に
よ
り
彼
の
支
配
権
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
が

な
い
な
ど
の
利
点
を
有
し
、
無
議
決
株
の
発
行
は
、
当
該
会
社
を
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
よ
う
に
経
営
、
運
営
す
る
可
能
性
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
株
主
に
株
式
所
有
数
(
持
分
〉
に
比
例
し
な

い
議
決
権
を
与
え
る
方
法
と
し
て
無
議
決
株
の
閉
鎖
的
株
式
会
社
に

会社支配と株主問の合意

お
け
る
有
用
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る

日印白〉。な
お
、
無
議
決
株
の
発
行
と
議
決
権
信
託
と
は
、
そ
の
利
用
す
る

目
的
に
お
い
て
類
似
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
(
巧

g《
Y

A
，

Z

盟
主
5
0『

ζ
g
ω

問。
B
B同
盟
R
r
y
o
E
。P
8
J
p
r
y
』・

(
-
U
N
∞
)
印
。
、
無
議
決
株
の
発
行
を
日
認
め
る
定
款
の
規
定
は
、
最
初

か
ら
株
主
の
議
決
権
を
放
棄
せ
し
め
、
ま
た
、
少
数
者
支
配
を
企
て

る
も
の
で
あ
る
点
で
批
判
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
回
月
間
耳
目
ω
P

〈

2
5悶
吋

2
2
2
ι
z
cロj
〈

2
3
m
g
S
F
ω
吋
ペ
州
凶
}
ゆ
戸
・
】
-

(
↓

U
M
∞
)
全
日
・
三
回
y
h
p
E
二
回
O
B
ω
H
O
E
-
の
D
G
D
E
E
Dロ・

m
-
印印

官・一∞
m
〉。

(
ロ
)
か
よ
う
な
規
定
は
、
従
来
か
ら
の
株
主
以
外
の
者
へ
の
株
式
の
譲

渡
を
禁
じ
る
規
定
を
伴
う
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
実
効
性
あ
る
も
の
と

な

る

つ

c・5
m
f
m
ω

一
町
古
・
一
O
O
〉。

(
日
)
し
か
し
、
累
積
投
票
の
制
度
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は

取
締
役
の
数
が
少
な
い
の
が
通
例
で
時
に
定
員
を
欠
い
て
い
る
場
合

も
存
す
る
こ
と
、
ま
た
、
新
株
の
発
行
に
よ
る
議
決
権
の
割
合
の
操
作

或
い
は
取
締
役
の
組
分
け
に
よ
り
そ
の
制
度
の
意
義
が
減
殺
さ
れ
ま

た
潜
脱
さ
れ
う
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
更
に
、
累
積
投
票
を
定
款
で

規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
認
め
る
州
、
が
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
の

で
一
定
の
多
数
決
で
定
款
規
定
が
廃
止
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
な
ど
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
有
用
な
も
の
と

な
ら
な
い
こ
と
、
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
今

0
.
5巳
.
抑

ω.
印
∞
司
・

(一

O
喝口角川同一-m印
E

一ω
同

y
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料

S
N
二
回
日
ロ
凶
芯

5
・(の
Uo2『同司》
E《D}同
Sω
同江-写
oロ
抑
一
印
2品山】∞凶巳
]Eω角吋
ιチ.
〉
司
h

釦巴w出同ロ回伺命守
Ilh 

自

g件
同
守
凸2吋
司F飢釦凶吋ユ邑丹巴-円

岳
命
司P内命自凶当ロロ
ω司『三一〈sω
ロ同
5ω

∞巳
5凶比』
gロぬ田の白同唱》己《D耳)肖吋
3o2『お防巳件丘』写D
ロ
H戸‘』州俗
w4君君F.N印吋伶岱同包回同司主》ニ
-r⑦ 

H下、

.ρ.
一
ω
一
唱
え
司
・
一
品
。
)
。

(
M〉
取
締
役
の
組
分
け
(
円
F
白
骨

2
0ロ
a
L
5
2
0
S
は
多
く
の
州

の
制
定
法
が
認
め
て
い
る
。
定
款
の
規
定
で
認
め
る
州
と
し
て
、
マ

サ
チ
ユ
セ
ッ
ッ
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
、
ア
イ
オ
ア
州
な
ど
、
定
款
乃
至
附

属
定
款
の
規
定
で
認
め
る
州
と
し
て
、
ニ
ユ
ト
ヨ

l
夕
、
ノ

1
ス
・

カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
ベ
ル
シ
ル
パ
ニ
ア
、
オ
ハ
イ
オ
州
な
ど
、
附
属
定
款

で
認
め
る
州
と
し
て
、
テ
キ
サ
ス
、
ア
ラ
パ
マ
、
オ
レ
ゴ
ン
州
な
ど

が
あ
る
。

資

【
一
一
】

定
足
数
・
決
議
要
件
の
変
更
に
関
す
る
も
の

議
決
権
行
使
に
関
す
る
株
主
聞
の
合
意
と
し
て
、
最
後
に
定
足
数
・
決
議

要
件
の
変
更
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
拒
否
権
条
項

(
2
5
℃

3
3
a
s
c
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い

る
の
は
以
下
の
理
由
に
よ
る
。
即
ち
、
閉
鎖
的
な
会
社
の
株
主
は
、
取
締
役

の
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
重
大
な
利
害
を
有
し
、
ま
た
会
社
の
経
営
・
組
識

の
変
更
に
つ
い
て
も
直
接
自
己
の
利
害
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
無
関

心
で
は
い
ら
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
少
数
株
主
は
、
会

社
の
多
数
・
支
配
株
主
に
よ
っ
て
株
主
と
し
て
の
利
益
を
害
さ
れ
る
危
険
が

少
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
更
に
不
利
益
を
受
け
或
い
は
会
社
の
経
営
そ
の

他
に
不
満
を
持
ち
会
社
関
係
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
し
て
も
株
式
を
処
分
す
る

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
閉
鎖
的
な
会
社
の
株
主
は
、
多
数
決
原

則
に
よ
っ
て
自
己
の
考
え
と
異
な
る
或
い
は
不
利
益
を
も
た
ら
す
よ
う
な
決

議
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
に
極
力
関
心
を
払
い
、
予
め
多
数
決

原
則
を
変
更
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
少
数
株
主
の
意
見
が

無
視
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
w

さ
て
、
か
よ
う
な
定
足
数
・
決
議
要
件
の
変
更
は
、
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら

し
て
、
法
定
以
上
の
、
時
に
は
株
主
全
員
一
致
の
要
求
と
な
っ
て
現
わ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
株
主
聞
の
合
意
は
、
制
定
法
が
一
般
的
に
定
め
て
い
る

円

2
)

多
数
決
原
則
に
反
す
る
。
或
い
は
、
会
社
の
運
営
を
困
難
な
ら
し
め
、
会
社

の
経
営
・
運
営
を
行
き
詰
り
に
導
く
も
の
で
あ
る
、
更
に
は
、
会
社
を
し
て

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
せ
し
め
株
主
が
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
利
点
を
濫
用

(

4

)

 

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
更
に
、

後
述
す
る
よ
う
に
、
近
時
制
定
法
で
、
定
款
・
附
属
定
款
の
規
定
に
よ
り
株

主
総
会
の
定
足
数
・
決
議
要
件
の
加
重
を
認
め
る
州
が
少
な
く
な
い
が
、
こ

の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
単
な
る
株
主
聞
の
合
意
で
は
定
足
数
・
決
議
要
件
の

変
更
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
反
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

し
か
し
、
会
社
の
所
有
と
経
営
が
分
離
し
て
い
る
よ
う
な
公
開
的
会
社
に
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お
い
て
は
多
数
決
原
則
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
、
会
社
の
運
営

-
経
営
に
つ
い
て
一
般
に
関
心
が
高
い
株
主
か
ら
な
る
閉
鎖
的
株
式
会
社
に

お
い
て
は
、
た
と
え
そ
れ
が
制
定
法
に
反
す
る
と
し
て
も
、
か
よ
う
な
合
意

を
知
ら
ず
に
株
式
を
取
得
し
た
者
或
い
は
会
社
債
権
者
に
実
質
的
な
損
害
を

内

aU》

与
え
な
い
限
り
、
こ
れ
を
有
効
と
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
出
さ
れ
て
お
り
、

新
た
に
当
該
会
社
の
株
主
と
な
っ
た
者
(
原
告
)
と
二
人
の
多
数
株
主
(
そ

の
所
有
株
式
は
全
社
外
株
の
九

O
%に
は
到
ら
な
い
〉
の
聞
で
、
多
数
株
主

の
多
数
決
に
よ
り
原
告
株
主
の
権
利
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
意
図
で

な
さ
れ
た
、
い
か
な
る
行
為
も
当
該
会
社
の
全
社
外
株
の
九

O
M以
上
の
同

意
が
な
け
れ
ば
な
し
え
な
い
旨
の
合
意
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
有
効
と
し
た
判

(
7
v
 

例
が
あ
る
。
ま
た
、
近
時
、
株
主
聞
の
合
意
が
、
会
社
の
経
営
・
業
務
或
い

は
株
主
間
の
関
係
を
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
或
い
は
パ
ー
ト
ナ
ー
の
よ
う
に
取

(2) 

扱
う
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ

会社支配と株主聞の合意

と
を
制
定
法
で
明
言
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
州
で
は
か
よ
う
な

ハ
8
u

合
意
も
有
効
と
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
定
足
数
・
決
議
要
件
の
加
重
は
、
定
款
乃
至
附
属
定
款
で
な

さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
多
く
の
州
が
任
意
の
定
款
・
附
属
定
款
条
項
を
規
定
す
る
こ
と
を
認

(
9
v
 

め
て
い
る
の
で
有
効
と
さ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
更
に
、
近
時
、
株
主
総

会
の
定
足
数
・
決
議
要
件
に
つ
い
て
定
款
・
附
属
定
款
で
別
段
の
定
め
を
な

す
こ
と
或
い
は
法
定
以
上
を
要
求
す
る
こ
と
を
制
定
法
で
明
示
的
に
認
め
る

州
が
少
な
く
な
い
。

な
お
、
株
式
を
共
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
そ
の
株
式
の

議
決
権
行
使
に
つ
い
て
は
共
有
者
全
員
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の

で
、
株
式
の
共
有
に
よ
っ
て
も
拒
否
権
条
項
に
よ
る
場
合
と
同
じ
目
的
が
達

せ
ら
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)

こ
れ
ら
の
理
由
は
第
一
章
で
述
ベ
た
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
株
主
の

特
殊
な
地
位
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
が
、
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
、

c.ロ
2
?
の
守
宮

mmvRmHHD-ιog
句

9
4
5
H
S
〈

2
0
の
R
匂

C包
括

0
3
E
C
E
H
C
8
c
m
ザ
2
2一
の
宮
H
R片
山

口

色

野

I
C宅

P
T

i
E
Dロ
♂
一
∞
「
俗
語

ωロ仏

(UDE0日間
v
c
g
q
-
u同
Dゲ
庁
間

Hpmw仲間》匂・ム印一

l
品
印

ω
参
照
。

(
2
)
切

2
5窓
口
伝
〈
・
州
内

g
g口
出
D
R
-
F
n
w
N
Z
Z・
J

「
・
二

N・
2

Z-
何
-
N
ι

∞N
U

C

U
ム
印
)
ハ
株
主
全
員
一
致
を
要
求
し
た
も
の
。

但
し
、
附
属
定
款
で
定
め
た
事
案
)
・

(
3
)
関

8
Fロ
〈
・
∞
-onFT
一∞
ω
〈
P
ω
N
ア
ω
一
ω
・岡山・

N
仏
∞
∞
ω
(
一
回
全
)

(
株
主
全
員
一
致
を
要
求
し
た
も
の
。
但
し
、
取
締
役
の
行
為
に
関

す
る
も
の
で
あ
り
、
定
款
で
定
め
た
事
案

γ
な
お
、
取
締
役
の
行

為
に
つ
い
て
法
定
以
上
の
定
足
数
・
決
議
要
件
を
要
求
す
る
合
意
に

つ
い
て
は
、
更
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
点
に
関
し
て
取
締
役
会
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料

に
つ
い
て
定
め
た
制
定
法
に
反
し
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
も

の
と
し
て
無
効
と
さ
れ
て
い
る

(
ζ
n
ρ
E号
〈

-
T
Dロ
岳
ω
戸
N

白ω

Z
J円・

ω
ロ-一∞
U
Z
何
日
ω品
今
回
ωム〉〉。

ハ
4
〉
』
R
r
gロ
〈
・
出

B
宮
F
S
Z・
』
・
開
』
印
U
M

・3
〉・印白∞
(
-
2
0
)

・

〈

5
)

こ
の
点
に
つ
い
て
、
一

0
・5ω
「
明
日
・
M
O

閉y
N
出
参
照
。
な
お
、

閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
定
款
・
附
属
定
款
の
設
定
に
よ
る
こ
と

な
く
そ
の
代
わ
り
と
し
て
単
な
る
株
主
聞
の
合
意
(
契
約
〉
で
な
さ

れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
は
、
閉
鎖
的
株
式
会

社
の
構
成
員
(
発
起
人
、
株
主
、
取
締
役
な
ど
)
が
、

ω会
社
の
経

営
・
運
営
を
迅
速
に
し
不
必
要
な
費
用
を
か
け
た
く
な
い
と
考
え
て

い
る
、

ω閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
取
締
役
は
無
論
株
主
で
あ

っ
て
も
直
接
会
社
の
経
営
に
関
与
し
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
る
か

ら
、
経
営
に
関
与
し
て
い
な
い
者

(
5ロ
l
g
gお
2
0
5再
円
)
を
保

護
す
る
た
め
の
正
式
の
手
続
は
必
要
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
、
更

に
、
似
い
か
な
る
定
款
・
附
属
定
款
の
規
定
が
有
効
と
さ
れ
る
か
必

ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
む
し
ろ
株
主
間
の
合
意
に
よ
っ
て

な
そ
う
と
考
え
る
、
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
(
0
・5
岱
ア
〈
c
f
一山

ω
・忍

同y
-
∞
少
〈
0
7

日
明
∞
・
口
同
司
・
∞
ω)
。

(
6
)

一
0
・5ω
ア
調
印
・
M
O
官

-

M

忍
・
ま
た
、
定
款
・
附
属
定
款
の
設

定
に
よ
る
場
合
は
別
と
し
て
単
な
る
株
主
聞
の
合
意
で
は
認
め
ら
れ

な
い
と
い
う
見
解
に
対
し
て
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
公

開
的
な
会
社
と
異
な
り
定
款
・
附
属
定
款
が
会
社
の
自
治
的
法
規
と

し
て
の
機
能
を
果
し
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
か
ら
、
単
な
る
合

資

意
で
あ
る
こ
と
を
以
て
無
効
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
と
の
批
判

が
出
さ
れ
て
い
る
(
の
『
ミ
2
・。司

-
a
r
a
出
回
同
〈
・
同
し
・
河

2
・
mw同

司・

3
合
〉
。
そ
の
他
、
定
款
・
附
属
定
款
に
よ
る
場
合
も
含
め
て
閉

鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
か
よ
う
な
拒
否
権
条
項
を
有
効
と
す
べ

き
と
す
る
見
解
と
し
て
、
。
R
デ
民
自
当
日
一
一
52ω

。
。
名
古
目
立

0
5

ζ
ミ

何

3
0可
句
町
民
s
o
a
F
H司
〉

ι
Sロ
g
間内一一句一
ω
ロ
ロ
吉
岡
沙
門
任
命

。
}D凹
o
q
Z巳
ι
明町自・品目山

ZCHHFd司
E
R『ロ

C
・円、閉山
21・(一回印
ω)

ム
M
〕

J
2
2
y
お
o
l
h
お
ω
二
国
C
H
E
S
S
-

。。片岡》
DH向
江

c
p
掛

}

∞

N
・

0
目

y
n
H叶
-w
印

U
Jヘm
w
F
?
』・

2
2
y

一O品目
l

一OK宇
田
町
↓
。
-
R
Y
D司
-

nFT
抑

N
O
ω
3
・印一
u
i
印
N
ア
も
っ
と
も
オ
ニ

l
ル
は
、
拒
否
権
条

項
は
他
方
で
は
会
社
の
そ
の
時
々
の
必
要
に
応
じ
た
弾
力
的
な
運
営

・
経
営
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
株
主
の
全
て
の
行
為
に
つ

い
て
要
件
を
加
重
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
望
ま
し
く
な
い
と
述
べ
て

い
る

(
C
〆
g
一
D司・

2
戸・

5
F
m
w者
除
。
。
ロ
Z
B同y
H
u
s
r
m
w仲間)司-

L
m
m
w
九千
1

一ームース~)。

(
7
)

同
三
円
}
百
同
〈

-
C
Z
E
E
-
M
m
z・』目

ω己目
ν
2・
M∞-
U
吋
〉
日

ι
5
0

(
-
8
3
・
そ
し
て
、
多
数
株
主
の
契
約
違
反
に
対
し
て
株
主
間
の
合

意
に
従
っ
た
附
属
定
款
に
変
更
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
な
お
、

当
該
会
社
の
定
款
・
附
属
定
款
に
決
議
要
件
を
加
重
す
る
条
項
が
含

ま
れ
て
い
た
場
合
に
も
、
株
主
間
の
合
意
を
有
効
と
し
目
た
判
例
と
し

て
、
宮
C

協
〈
-

t
そ
ミ
同
N
W

ム
ロ
一
-
〉

3
・N
ι
N
U
m
-
-
M
ム
Z
・J
へ・日仏

三

(

一

回

目

印

)

が

あ

る

。

:

肘・問・・

ω・
。
・
。
D
《
目
。
〉
ロ
ロ
・
間

-
M
1
5
(
凶)・

2
U
A山向
)
U
Z
固
め
'

(
8
)
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(2) 

のゆロ・

ω宮
戸
調
印
印
l
吋ω
(
ゲ
)
・
今
回
印
印
)
二
)
ω
?

の
&
伶
〉
ロ
ロ
・

E-
∞

閣

ω
E
-
(呂田
3
・
な
お
、
後
掲
(
第
五
章
の
〔
四
〕
参
照
。
な
お
、

プ
ロ
リ
ダ
州
事
業
会
社
法
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
株
主

間
の
合
意
で
株
主
の
決
議
事
項
に
つ
い
て
会
社
の
全
て
の
株
主
の
同

意
を
必
要
と
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
を
明
示
的
に
-
認
め
て
い
る

(百
ω
・
ω
S戸
〉
ロ
ロ
・

m
m
o
∞l
o
一o
只同)(@)・(石田一山))。

(
9
)

も
っ
と
も
、
定
款
と
附
属
定
款
の
ど
ち
ら
に
規
定
す
べ
き
か
に
つ

い
て
は
、
定
款
の
設
定
・
変
更
に
つ
い
て
は
公
の
機
関
へ
の
手
続
が

要
求
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
附
属
定
款
は
公
の
機
関
の
認
証
ま
た

は
こ
れ
へ
の
届
出
や
登
記
な
ど
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
附
属

定
款
に
よ
る
方
が
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
手
続
、
費
用
の
点

で
便
宜
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
方
無
効
と
さ
れ
る
危
険
も
あ
る
。
そ

し
て
と
の
点
に
関
し
て
改
正
前
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
判
例
で
、
取

締
役
の
定
員
は
全
社
外
株
の
九

O
Mの
同
意
が
な
け
れ
ば
変
更
し
え

な
い
旨
の
附
属
定
款
の
規
定
を
無
効
と
し
〈
阿
P
R
〈
・
国
・
恥
町
田
・

豆町四・
(
U
G
-
-

一∞
ω
Z・J
ヘ
・
勾
∞

-gz-HW-
一O
U
∞
(
一
呂
田
〉
)
、
こ
れ

と
同
趣
旨
の
定
款
の
規
定
を
有
効
と
し
た
も
の
(
目
立
Z
4・
C
E
l

z
ω
E
2
4司ロゲ
g
F
E
C
-
N
S
Z・
J

へ
・
主
M

・8

z・
何
-

∞
印
印
(
一
回
一
日
〉
〉
が
あ
る
。

(
叩
)
模
範
事
業
会
社
法
は
、
「
定
款
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
白

ら
ま
た
は
委
任
状
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
議
決
権
を
有
す
る
株
式
の

過
半
数
を
も
っ
て
、
株
主
総
会
に
お
け
る
定
足
数
と
す
る
。
そ
れ
以

上
の
数
の
投
票
ま
た
は
種
類
に
よ
る
投
票
が
、
本
法
ま
た
は
定
款
、

会社支配と株主問の合意

或
い
は
附
属
定
款
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
定
足
数
が

出
席
し
た
総
会
に
お
い
て
、
総
会
に
出
席
し
か
っ
目
的
た
る
事
項
に

つ
い
て
議
決
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
た
株
式
の
過
半
数
の
賛
成
投
票

に
よ
っ
て
、
株
主
総
会
の
決
議
が
成
立
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が

(
宮
&
己
目
5
・
。
耳
切
・
〉
2
抑

ω
O
(剛山

2
・
呂
田

3

W
別
段
の
定

め
或
い
は
加
重
に
よ
り
定
足
数
・
決
議
要
件
の
変
更
を
認
め
る
州
が

少
な
く
な
い
。
何
・
?
同
一
一
-
〉
ロ
ロ
・

ω円三
-
n
・
ω
日
掛
一
可
-
一
品
目

2
8
5
u
宮
0
・阿川

2
・
2
己
申

ω
印一
-
M
吋O
(

一宝山)一

0
7
5
列

2
・

no乱
。
〉
ロ
ロ
・
四
二
口
一
・
印
印
(
-
∞
印
ω
〉
ニ
)
ω

戸
。
。
仏
め
〉
ロ
ロ
・
片
町
内
・
∞
掛
却

エ
了
ピ
デ
(
石
田
吋
)

u

z

・〈
U
-
c
a
y
ω
S円
・
間
印
印
l
白印(一回目〔〕〉
u

z・J
へ・回
5
・
。
耳
目
y
H
h
m
者
一
議
町
一
回
唱
団
↓
h
p
(

『
〉
"
(
一
回
目
ω)
・
も
っ
と

も
、
「
加
重
(
開
月
三
月
間
V
H
8
0
5
0
ロ
)
さ
れ
て
い
な
い
限
り
」
と

い
う
規
定
の
仕
方
を
し
て
い
る
州
で
は
、
株
主
全
員
の
同
意
を
要
求

す
る
場
合
に
は
、
会
社
の
経
営
・
運
営
を
行
き
詰
り
に
導
き
、
ま
た

累
積
投
票
制
度
を
潜
脱
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
そ
の
有
効

性
が
問
題
と
な
り
う
る

2
0・5
予
抑
ム
-NN-v-M080
ま
た
、
株

主
総
会
或
い
は
取
締
役
会
に
つ
い
て
、
そ
の
定
足
数
・
決
議
要
件
を

加
重
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
の
経
営
・
運
営
、
が
行
き
詰
り
に
な
っ

た
場
合
に
は
、
前
述
し
た
株
主
の
訴
に
よ
る
会
社
の
解
散
請
求
権
を

認
め
な
い
と
す
る
州
も
あ
る
〈
ピ

H
N
2
ω
Z
7
期↓
N
一
印
公
)

w

(
-
8
0
)
u
t司
2
7
・
H
N
2
・
(
U
D

号
抑

N
ω
L
T
O
ω
害
)
咽
(
一
回
印
})u

z・
(
U

・
。
。
ロ

ω
E
H
・一山印印
i
-
N
印(酔
)
(
N
}

・
(
-
u
m
印〉・

3
三
H
P
Z
・
J

へ・

回ロ印・
(
U
C
H同

V
F
m凶
d

〈
四
一
一
O
K品
(

F

)

w

(

一回目
ω

)

)

。
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料ト

(
什

)
-
c・ロ
g
y
呂田∞

ωC司司・明
ω
・
一
日
曲
・
し
か
し
、
制
定
法
で
共
有

者
の
多
数
決
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
う
る
こ
と
を
認
め
る
州
が
あ
る
。

の
巳
・
。
。
『
匂
・
。
。
仏
命
制

M
M
N
ω
(
ω
民
間
》
℃
・
呂
田
町
〉
引
の
O
ロロ・の
g
y
ω
g
?

〉
ロ
ロ
・
明

ωωlω
二
m
w
(

同)噌(一

8
3
・

資

第
五
章

取
締
役
の
裁
量
権
の
制
約
と

株
主
聞
の
合
意

【

一

】

緒

説

閉
鎖
的
株
式
会
社
の
株
主
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
合
意
の
最
後
の
問
題

と
し
て
、
取
締
役
会
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
干
渉
し
取
締
役
の
裁
量

権
を
制
約
す
る
株
主
問
の
合
意
に
つ
い
て
取
扱
う
。
こ
れ
は
主
と
し
て
、
会

社
役
員
の
任
免
、
配
当
の
宣
告
一
日

2
2
-
R
E
8
0間
企
〈

E
g
e
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
取
締
役
た
る
株
主
或
い
は
将
来
取
締
役

と
な
る
で
あ
ろ
う
株
主
に
対
し
一

u

(
Z〉

一
定
期
間
乃
至
長
期
に
わ
た
っ
て
当
該
会
社
の
特
定
の
役
員
或
い
は

従
業
員
と
し
て
任
命
、
雇
傭
す
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
、
更
に
は
一
定
の
報
酬

士。，

・
給
与
を
約
束
さ
せ
る
契
約
、

(2) 

特
定
の
期
間
乃
至
特
定
の
状
況
に
お
い
て
配
当
を
宣
言
す
る
こ
と
を

禁
止
さ
せ
る
、
或
い
は
、
一
定
の
割
合
で
乃
至
特
定
の
者
に
配
当
の
宣
言
を

な
す
こ
と
を
強
制
す
る
契
約
、
及
び
、
直
接
に
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、

ω
取
締
役
会
の
定
足
数
・
決
議
要
件
の
加
重
を
求
め
る
契
約
、
な
ど
で

る
る
。そ
し
て
、
か
よ
う
な
合
意
(
契
約
)
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
し

ば
し
ば
な
さ
れ
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
、
株
主
が
取
締
役
会
の
権

限
を
制
約
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
か
よ
う
な
株
主
聞
の
合

意
の
有
効
性
に
関
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
合
意

は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
株
主
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
種
々
の
合
意
の
う

ち
最
も
争
い
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

で
は
何
故
に
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
会
社
役
員
の
任
免
、
配

当
の
宣
言
な
ど
に
関
し
て
株
主
聞
の
合
意
(
契
約
)
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

そ
の
理
由
は
、
前
に
も
し
ば
し
ば
ふ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
多
く
は
閉
鎖
的

な
会
社
の
株
主
の
特
殊
な
地
位
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
か
よ
う

な
会
社
の
株
主
は
、
当
該
会
社
の
経
営
・
業
務
に
直
接
関
与
し
、
会
社
を
支

配
し
う
る
こ
と
を
期
待
し
て
会
社
関
係
に
加
わ
り
、
時
に
は
こ
の
こ
と
を
期

待
し
て
自
己
の
全
財
産
を
投
資
し
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
特
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に
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
会
社
の
利
益
を
配
当
の
形
で
分
配
す
る

よ
り
も
む
し
ろ
取
締
役
・
役
員
な
ど
に
対
す
る
報
酬
・
給
与
と
い
う
形
で

分
配
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
か
ら
、
当
該
会
社
の
取
締
役
と
し
て
或
い
は
特

定
の
役
員
・
従
業
員
と
し
て
一
定
期
間
乃
至
長
期
に
わ
た
っ
て
任
用
さ
れ
、

一
定
の
報
酬
・
給
与
が
約
束
さ
れ
る
こ
と
が
、
株
主
と
し
て
何
よ
り
も
重
要

な
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
取
締
役
の
地
位
の
確
保
の
方
法
と

し
て
議
決
権
拘
束
契
約
そ
の
他
の
株
主
問
の
合
意
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
取
締
役
と
し
て
選
任
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

少
な
く
と
も
特
定
の
役
員
或
い
は
従
業
員
と
し
て
任
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
、
現
在
の
取
締
役
或
い
は
将
来
取
締
役
と
な
る
で
あ
ろ
う
多
数
株
主
に
そ

門

4
〕

の
こ
と
を
確
約
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
取
締
役
と
し
て
の
地

(2) 

位
を
確
保
し
て
い
る
場
合
に
も
、
そ
の
必
要
が
な
く
な
る
も
の
と
な
っ
て
い

(
5
)
 

な
い
。
つ
ぎ
に
、
配
当
の
宣
言
に
関
し
て
は
、
事
業
の
拡
大
な
ど
に
必
要
と

す
る
範
囲
を
越
え
た
利
益
を
会
社
に
留
保
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
、

会社支配と株主聞の合意

ま
た
か
よ
う
な
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
は
一
般
に
市
場
な
ど
で
処
分
す
る
こ

と
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
取
締
役
・
役
員
な
ど
と
し
て
会
社
の
経
営

-
業
務
に
関
与
せ
ず
一
定
の
報
酬
・
給
与
を
受
け
て
い
な
い
株
主
と
し
て

は
、
配
当
を
強
制
し
て
株
主
と
し
て
の
利
益
を
守
る
必
要
が
あ
る
こ
と
な
ど

か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
株
主
の
な
し
た
会
社
へ
の
投
資
或
い
は
貸
付
が
担
保

さ
れ
る
た
め
に
一
定
期
間
配
当
を
せ
ず
会
社
に
十
分
な
利
益
を
留
保
さ
せ
る

必
要
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
。
最
後
に
、
取
締
役
会
の
定
足
数
・
決
議
要
件

の
加
重
に
関
す
る
合
意
は
、
株
主
総
会
に
関
す
る
も
の
と
同
様
、
多
数
取
締

役
に
よ
る
会
社
の
経
営
・
業
務
に
関
す
る
専
断
的
な
決
定
と
そ
れ
に
よ
り
株

主
、
特
に
少
数
株
主
の
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
よ
う
と
し
て
な
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
点
と
し
て
、
株
主
に
よ
る
取
締
役
会
の
権
限

の
制
約
の
方
法
と
し
て
株
主
総
会
の
決
議
或
い
は
定
款
・
附
属
定
款
の
規
定

に
よ
る
こ
と
な
く
単
な
る
株
主
相
互
間
の
合
意
(
契
約
〉
で
な
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
株
式
所
有
数
(
持
分
〉
に
比
例
し
な
い
議

決
権
を
与
え
る
契
約
、
或
い
は
、
拒
否
権
条
項
に
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
は
、
そ
の
設
立
の
当
初
か
ら

法
律
上
は
法
人
、
事
実
上
は
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
す

n
c弓
o
g
z
g《
凶
作
〕
己
完

ωロιω

官同片
Z
H
V
Y
G
〔
凶
作

2
2
0〉
で
あ
り
、
機
能
的
に
は
よ
り
パ

i
ト
ナ

(
8
v
 

l
シ
ッ
プ
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、
か
よ
う

な
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
総
会
、
取
締
役
会
の
開
催
が
怠
ら
れ
て
い
る
こ
と

〔

9
v

が
し
ば
し
ば
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
株
主
総
会
の
決
議
、
或
い
は
定
款
・
附
属

定
款
の
設
定
・
変
更
に
要
求
さ
れ
て
い
る
一
定
の
手
続
が
費
用
そ
の
他
の
点

で
負
担
と
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
敢
て
こ
れ
ら
の
手
続
に
よ
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来ト

る
こ
と
な
く
よ
り
簡
易
な
株
主
聞
の
合
意
に
よ
っ
て
な
そ
う
と
す
る
こ
と
も

考
え
ら
れ
る
。

資

(
1
)

閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
株
主
が
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
の

が
通
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
契
約
を
株
主
聞
の
合
意

(
ω
Z
E
r
c
Eゆえ

ω四日
2H百
三
る
と
い
う
よ
り
取
締
役
問
の
合
意

(
缶
百
円
g
a
.
ω
同
月
。
目

g
g〉
と
定
義
づ
け
し
た
方
が
適
当
で
あ
る
と

す
る
見
解
が
あ
る
(
の
o
g
g
g
F
2
ω
E
5
7
0
E巾B
・
〉
四
足
。
g
g
Z
3

E
M
L
H
F角川

ω
z
z
s
q
Z
D『
B-
ム

ω
(
u
c
g
z
-
r・
ρ
・(一回印吋
)
g
-

m
同司・吋{〕)。

(
2
)

こ
こ
に
役
員

(
0
5
3円
)
と
は
、
通
例
社
長
(
冒
B
E
E
C
副
社

長

(
i
R
℃

H
E
E
g叶
〉
秘
書
役

(
ω
2
5
g
q〉
会
計
役
(
可
2
2
3
H〉

を
指
し
、
大
会
社
で
は
そ
の
他
に
取
締
役
会
長
令
官
百
回
自
己
任
命

Z
R
e
総
支
配
人
(
向
。
5
5
-
H
E
E唱
。
そ
の
他
の
名
称
を
も
っ

役
員
を
置
く
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
役
員
は
、
通
常
従
業

員
乃
至
使
用
人
公
自
主
D
否
。
)
と
呼
ば
れ
る
会
社
の
下
級
代
理
人
と

区
別
さ
れ
て
い
る
。

(
3
〉
こ
の
場
合
に
会
社
の
設
立
前
の
契
約
守
3
1
5
8弓
D
5
2
8

俗間同耳目
g
C
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

(
ω
q
B
D
C叶
の
司
自
除

。D-〈
・
。
話
内
wp
日
立
〉
同
)
同
)
-
U
2
・
N
3
・∞
N
Z・J
ヘ・

ω-Nι

吋∞吋

(一一エ∞〉〉。

(
4
)
も
っ
と
も
、
直
接
会
社
に
一
定
期
間
乃
至
長
期
に
わ
た
っ
て
特
定

の
役
員
或
い
は
従
業
員
と
し
て
任
用
す
る
こ
と
を
約
束
さ
せ
る
契
約

(
命
日
立
ミ
g
g
H
円c
z
g
n
C
を
締
結
す
れ
ば
問
題
が
な
い
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、
長
期
に
わ
た
る
任
用
を
約
束
さ
せ
る
も
の
に
つ
い
て
は

将
来
の
取
締
役
会
の
権
限
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
無
効
と
さ
れ
や

す
い
こ
と
、
ま
た
、
取
締
役
会
の
決
定
に
よ
り
役
員
を
任
意
に
解
任

す
る
こ
と
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
を
阻
止
す

る
た
め
に
、
更
に
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
会
社
の
法
人
格

を
そ
も
そ
も
無
視
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
会
社
と
の
契

約
に
よ
ら
ず
或
い
は
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
株
主
聞
の
契
約
が
用
い
ら
れ

て
い
る
ハ
こ
の
点
に
つ
い
て
、

γ
向耳目♂

HWB同LD山
口
同
再
三
え
の
D門司
Dl

g
R
肘

u
R
2
2
2
宥
富
と
o
z
q
g
c
n
r
F
C一舟
Hm-
ミ

JEゆ円・』・

(
一
包
∞
)
一
O
E
W

巳
宅
-
一
包
丁
一
O

∞N

参
照
)
。

(
5
〉
閉
鎖
的
株
式
会
社
で
は
取
締
役
と
し
て
は
そ
れ
程
報
酬
を
受
け
る

も
の
で
な
く
、
多
く
は
役
員
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
由

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
の
2
5
7・
0句・

a
T
制一一品。
ω(ω)MU-

N-C。
そ
し
て
判
例
で
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
と
と
も
に
会
社
の
役

員
、
従
業
員
と
し
て
の
一
定
の
職
務
を
約
束
さ
せ
る
契
約
が
あ
わ
せ

て
な
さ
れ
て
い
る
事
例
が
数
多
く
現
わ
れ
て
い
る
。

(
6
〉

N
0・ロ

g
f
抑∞・

8
u
-
二
0

・

(

7

)

の
ω
三
R
Y
D同y
E
戸
・
間
一
一
品
。
ω(品
)

甘

-
M
-
u

(
8〉
こ
の
点
に
つ
い
て
、
出
C
H
E
Z
5・』
E
t己
丘
、
吋
o
-
2
8
R
D同
任
命

同ロ
nDHMMOH同時巾

HVωHgmW3V6・
一
∞
ド
ω唱
品
町

(UCロ件。包司・同
νHor-
合間
W

2
E
-
お
∞
よ
さ
参
照
。

(
9
)

こ
れ
に
つ
い
て
統
計
的
資
料
が
出
さ
れ
て
い
な
い
が
、
閉
鎖
的
株
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式
会
社
に
お
い
て
は
定
時
株
主
総
会
や
取
締
役
会
を
開
催
し
な
い
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
は
多
々
い
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

3
i
t
除

F
E
F
8・円
F
T
期
日
ロ
∞
司
・
丘
二
号
ロ
E
f
m

∞
-
O
M
日

y

∞
同
〉
。
な
お
、
日
本
に
お
い
て
も
、
中
小
規
模
の
株
式
会

社
で
は
株
主
総
会
や
取
締
役
会
を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
な
い
会
社

が
多
い
こ
と
が
統
計
で
一
示
さ
れ
て
い
る
ハ
前
掲
・
神
戸
法
学
雑
誌
一

三
巻
四
号
五
四
三
頁
第
二
表
、
一
回
巻
一
号
一
二
八
頁
以
下
第
五

O

表
、
前
掲
・
商
事
法
務
一
八
四
号
三
四
頁
第
八
表
)
。

【一一】

効
力
を
否
定
す
る
見
解

取
締
役
会
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
干
渉
し
取
締
役
の
裁
量
権
を
制

約
す
る
株
主
聞
の
合
意
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
株
主
聞
の
合
意
が
有
効
な

も
の
或
い
は
有
効
と
さ
れ
つ
つ
あ
る
傾
向
に
あ
る
現
在
に
お
い
て
も
、
多
く

は
無
効
な
も
の
と
し
て
攻
撃
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
時
、
取
締
役
の
裁

(2) 

量
権
を
制
約
す
る
株
主
聞
の
合
意
に
つ
い
て
も
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
特
殊

性
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
を
有
効
と
す
べ
し
と
す
る
学
説
或
い
は
判
例
も
出
さ

れ
つ
つ
あ
る
が
、
多
数
を
占
め
る
に
到
っ
て
い
な
い
。

会社支配と株主間の合意、

さ
て
、
役
員
の
任
免
、
配
当
の
宣
言
な
ど
に
つ
い
て
の
取
締
役
の
裁
量
権

を
制
約
す
る
株
主
聞
の
合
意
は
、
種
々
の
理
由
か
ら
無
効
な
も
の
と
し
て
攻

撃
さ
れ
て
い
る
、
が
、
ま
ず
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お

け
る
、
取
締
役
の
地
位
及
び
取
締
役
会
の
権
限
事
項
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は

(
1〉

何
か
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
会
社
法
が
導
入
さ
れ
た
当
初
か
ら
会
社
に
は
取

締
役
会
(
『
g
E
C『
企
百
円

B
H
C
を
置
き
、
こ
れ
に
会
社
の
経
営
を
委
託
す

ハ
2
〉

る
建
前
を
と
る
の
が
通
常
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
潮
拐
の
株
式

会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
数
も
比
較
的
少
な
く
株
主
と
会
社
と
の
関
係
が
緊

密
で
あ
っ
た
た
め
に
、
取
締
役
会
の
権
限
は
そ
れ
程
広
い
も
の
で
は
な
く
、

強
い
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
即
ち
、
初
期
に
お
い
て
は
、
会
社
の
経
営
権
限

は
究
極
的
に
は
株
主
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
、
取
締
役
は
株
主
の
単
な
る

代
理
人
公
開
3
3
)
乃
至
使
用
人
(
月

2
5
F
E
M
-
-河
内
凹
)
と
考
え
ら
れ

《
句
υ
d

て
い
た
。
そ
し
て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
、
会
社
の
組
織
に
関
す
る
重
要
な
事
項

F
4〉

に
つ
い
て
は
株
主
全
員
の
同
意
が
必
要
と
さ
れ
、
株
主
が
取
締
役
を
任
意
に

解
任
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
株
主
は
、
取
締
役
会
の
権
限

を
自
由
に
制
限
乃
至
剥
奪
し
、
取
締
役
に
対
し
て
任
意
に
指
図
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
、
株
主
は
、
会
社
の
定
款
・
附
属
定
款
乃
至
制
定

法
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
株
主
総
会
の
多
数
決
に
よ
り
会
社
の
通
常

の
営
業
・
取
引
行
為
に
つ
い
て
も
自
ら
な
し
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で

(
6〕

あ
る
。と

こ
ろ
が
、
南
北
戦
争
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
産
業
の
飛
躍
的
発
展
、

そ
し
て
会
社
規
模
の
拡
大
、
株
主
数
の
増
加
、
株
式
の
分
散
は
、
必
然
的
に

北法21(3・203)569



料

株
主
と
会
社
と
の
間
の
緊
密
性
を
失
な
わ
し
め
、
多
く
の
株
主
を
し
て
会
社

の
経
営
に
対
す
る
関
心
を
失
な
わ
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に

資

伴
っ
て
、
会
社
の
経
営
権
限
は
究
極
的
に
株
主
に
帰
属
す
る
と
の
従
来
の
コ

モ
ン
ロ
ー
ル

l
ル
は
次
第
に
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
取
締
役

会
へ
の
権
限
の
集
中
・
強
化
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
殆
ん
ど
の

会
社
に
お
い
て
は
、
会
社
の
定
款
乃
至
附
属
定
款
で
会
社
の
経
営
権
限
を
取

締
役
会
に
与
え
る
旨
の
規
定
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
、
近
筒
、

多
く
の
州
の
制
定
法
は
、
「
会
社
の
営
業
及
び
業
務
は
取
締
役
会
が
執
行
す

(
8
)
 

る
」
と
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
取
締
役
会
の
権
限

官は
内 陸自

ごう 有
し カミ
:;;:つ

ら言
株 L

ZR 
議主
役り
t. ，-ヘ
"" 0 のロ.
棒:官
限 E
を同
制二.
限 EL
乃 E
歪己
限以
定員
す日
ロ
る豆
こ~

とマ

は
認
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
取
締
役
会
を
構
成
し
て
い
る
個
々
の
取
締
役
は
株

主
の
単
な
る
代
理
人
乃
至
使
用
人
で
は
な
く
、
株
主
は
、
会
社
の
経
営
に
関

し
て
取
締
役
に
何
ら
の
指
図
も
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
戸
ま
た
、
任
期
が
定
款
・
附
属
定
款
乃
至
制
定
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る

場
合
に
は
正
当
の
理
由
な
く
し
て
任
期
満
了
前
に
取
締
役
を
解
任
す
る
こ
と

は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
取
締
役
会
の
権
限
と

さ
れ
る
会
社
の
経
営
事
項
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
も
原
則
と
し
て
干
渉
し
え

な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
取
締
役
会
の
権
限
事
項
と
し
て
は
、
株
式
の
発
行
及
び
こ
れ
に

伴
う
株
式
の
割
当
、
額
商
・
無
額
面
の
別
及
び
数
種
の
株
式
の
内
容
の
決

定
、
会
社
財
産
に
対
す
る
怒
当
権
の
設
定
及
び
社
債
の
発
行
に
よ
る
資
金
の

調
達
、
会
社
役
員
・
従
業
員
そ
の
他
の
会
社
代
理
人
の
選
任
と
報
酬
の
決
定

及
び
そ
れ
ら
の
者
の
解
任
、
配
当
の
宣
言
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
他
会
社

の
営
業
の
通
常
の
経
過

(
D
邑
-Em凶
q
o吋
円
。
間
口
一

ω
門

口

C
E凶
作

え

r
z
Eロ
虫
ω
)

に
附
随
す
る
あ
ら
ゆ
る
事
項
に
及
ぶ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
株
主
は
、
株
主
総
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
取
締
役
を
通
じ
て

の
み
会
社
の
経
営
に
関
与
、
支
配
し
う
る
に
過
ぎ
ず
、
も
は
や
会
社
の
経
営

に
つ
い
て
は
権
限
を
有
し
な
い
と
す
る
の
が
ア
メ
リ
カ
法
の
一
般
的
立
場

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
し
、
役
員
の
任
免
、
配
当
の
宣
言
な

と
取
締
役
会
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
干
渉
す
る
株
主
聞
の
合

意
は
、
判
例
に
お
い
て

)
 
1
 
(
 

一
般
的
に
「
会
社
の
営
業
及
び
業
務
は
取
締
役
会
が
執
行
す
る
」
と

し
、
取
締
役
会
に
会
社
の
経
営
権
限
、
特
に
、
取
締
役
会
に
役
員
そ
の
他
の

会
社
の
代
理
人
の
任
免
権
と
報
酬
の
決
定
権
及
び
配
当
を
宣
言
す
る
権
限
を

与
え
て
い
る
各
州
の
制
定
法
規
範
に
反
し
、
そ
し
て
ま
た

(2) 

役
員
そ
の
他
の
会
社
の
代
理
人
の
任
命
・
報
酬
の
決
定
或
い
は
配
当
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の
宣
丑
一
一
口
な
ど
に
つ
い
て
の
取
締
役
の
任
意
乃
至
独
自
な
判
断

(
5
8ロ
可
。
一
ア

止
2
5
ι
3
3
L
m
E
E
L閥
均

E
E
C
の
行
使
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、

締
役
を
し
て
株
主
の
意
思
に
受
動
的
に
追
従
せ
し
め
偽
偽
取
締
役
(
皆
ヨ
ミ

ミ
ω
芯ユ一
R
E
L町。
2
2
)
の
地
位
に
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
、同

特
に
長
期
に
わ
た
っ
て
当
該
会
社
の
役
員
な
ど
と
し
て
一
定
の
職
務

を
約
束
さ
せ
る
場
合
に
は
、
取
締
役
の
有
し
て
い
る
役
員
な
ど
の
任
意
解
任

権
を
奪
う
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
将
来
の
取
締
役
会
の
権
限
に
も
干
渉
す
る
も

の
で
あ
る
と
し
て
無
効
と
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
か
よ
う
な
取
締
役
の
裁
量

権
を
制
約
す
る
株
主
間
の
合
意
は
、

A
せ

取
締
役
が
会
社
及
び
会
社
の
全
て
の
株
主
の
利
益
の
た
め
に
判
断
を

を
無
視
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
、

行
使
す
べ
き
義
務
公

H
E
n
-
ω
q
E
q
)

(2) 

及
ひ

会社支配と株主間の合意

(5) 

契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
会
社
の
他
の
株
主
に
詐
欺
的

(
同

E
ロ
E
Fロ
岬
)
乃
至
不
公
正
な

(
E
Eる
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
者
に

(
幻
)

損
害
を
与
え
る
違
法
な
契
約
と
な
る
、
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
最
後
に
、

(6) 

か
よ
う
な
会
社
の
経
営
・
業
務
に
関
す
る
事
項
を
株
主
間
の
合
意
(
契

約
)
で
な
そ
う
と
す
る
の
は
、
会
社
を
し
て
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
グ
プ
と
同
様
な
経

ハ

n)

営
形
態
を
と
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
現
在
、
判
例
で
特
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
株
主
聞
の
合

取

意
で
、
契
約
当
事
者
に
長
期
に
わ
た
っ
て
当
該
会
社
の
一
定
の
職
務
を
約
束

す
る
も
の
、
或
い
は
、
役
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も
干
渉
し
よ
う
と
す
る
も
の
、

及
び
、
配
当
の
宣
呈
一
一
回
の
強
制
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

学
説
に
お
い
て
も
、
多
く
は
、
役
員
の
任
免
、
配
当
の
宣
言
な
ど
に
関
す
る

株
主
間
の
合
意
は
、
た
と
え
契
約
当
事
者
が
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
者
で
な

く
て
も
、
ま
た
、
誠
実

(
m
g
ι
p
z
y
)
か
つ
会
社
の
利
益
の
た
め
に
な
さ

れ
た
と
し
て
も
、
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
る
、
或
い
は
、

取
締
役
及
び
多
数
株
主
が
会
社
の
全
て
の
株
主
及
び
会
社
に
負
っ
て
い
る
忠

実
義
務
の
履
行
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
無
効
と
し
て
い
る
。

な
お
、
取
締
役
(
会
〉
自
身
が
そ
の
権
限
を
放
棄
し
株
主
以
外
の
第
三

者
に
会
社
の
経
営
権
限
を
与
え
る
旨
を
合
意
す
る
場
前
v

或
い
は
、
長
期
間

特
定
の
株
主
を
役
員
或
い
は
従
業
員
と
し
て
任
用
す
る
旨
を
株
主
と
会
社
と

の
間
で
契
約
す
る
場
合
に
も
、
株
主
聞
の
合
意
で
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約

す
る
場
合
と
同
様
或
い
は
そ
れ
以
上
に
、
取
締
役
会
に
会
社
の
経
営
権
限
を

与
え
て
い
る
制
定
法
に
反
し
、
ま
た
忠
実
義
務
に
反
す
る
、
或
い
は
、
将
来

の
取
締
役
会
の
権
限
を
も
制
約
し
株
主
の
権
利
を
奪
う
も
の
で
あ
る
、
な
ど

を
理
由
に
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
取
締
役
及
び
取
締
役
会
制
度
に
つ
い
て
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料

は
、
な
お
、
大
問
健
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
会
社
法
に
お
け
る
取
締
役
会
」

英
米
会
社
法
研
究
九
九
頁
以
下
、
山
口
幸
五
郎
「
ア
メ
リ
カ
会
社
法

に
お
け
る
取
締
役
の
地
位
の
変
遷
」
甲
南
法
学
四
巻
四
号
五
三
頁
以

下
参
照
。

(
2
〉
巧
三
百
o
P
E
E
g
q
o『

H
y
o
C唱
え

回

5
5
2
ω
の
D
門事
E

gロ

σえ
D
Z
一∞
0
0

・
N

出
向
〈
円
、
.
河
内
〈
(
↓
∞
∞
∞
)
主
唱
}
印
∞
・

(

3

)

こ
の
点
に
つ
い
て
、
パ
1

リ
l
及
び
ミ
I
ン
ズ
は
、
「
実
際
会
社

の
経
営
者
は
、
一
連
の
所
有
者
達
の
た
め
に
事
業
を
運
営
す
る
一
連

の
代
理
人
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
経
営
者
は
、
一
般
の
代

理
人
よ
り
も
広
汎
な
権
限
を
も
つ
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
も
っ
た
と

は
言
え
、
彼
ら
は
、
厳
格
な
責
任
が
あ
る
と
同
時
に
会
社
の
一
般
的

政
策
に
関
す
る
全
問
題
に
つ
い
て
所
有
者
達
の
指
図
を
仰
が
ね
ば
な

ら
な
い
地
位
に
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
実
際
に
は
船
長
や
高
級
船
員
の

そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
地
位
を
占
め
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
(
回
g
r

除
去
E

F
毛

2r
℃
ロ
己
。

(
4〉
こ
の
点
に
つ
い
て
、
回
g
一
命
保
亘
2
5・
0目
y
n
t・
-
官
・
一

ωNU

。
R
U
J
a
n
-
H
-
u
A∞
Z
・
4
司

-
C・
F
・剛山
2
・
2
司
-Aωω

参
照
。

(
5
)
ω
Z
2
5・
0司

n
t・
-
司
・
吋
包
参
照
。

(
6
)

印
当
。
岬
n
F
F
m
N
O
U吋
宅
・
品
N印
l品
N吋
参
照
。

(

7

)

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
資
本
の
集
中
と
会
社
規
模
の
巨
大
化
に
伴
う

会
社
の
経
営
と
所
有
の
分
離
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
が
、
パ

l
リ
1

及
び
ミ
l
ン
ズ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
述
べ
る
ま
で
も
な

か
ろ
う
。
な
お
、
取
締
役
会
へ
の
権
限
の
集
中
・
強
化
に
つ
い
て
、

資

回
g
r
ι
F
F向宮口
r
c司

a
F
明者-一∞
l-M印
uucιι
・
ω
g
z
g
q

ロ
2
乙
C
同)
3
2忌
古
切
口
白
5
0目
。
。
『
司
D
E巳
G
口問、
ω耳
↓
∞
∞
m
l
一∞
ω
?

呂
田
ωミ
・
「
同
N
2
(
一
8
5
ω
仲間者
-

M

吋
免
措
』
・
参
照
。

(
8〉
模
範
事
業
会
社
法
が
、
「
会
社
の
営
業
及
び
業
務
は
取
締
役
会
に

よ
っ
て
執
行
す
る
(
吋
宮
古
低
耳
目

Eハ
r
F
5
0同
ω
g号
G
E
t
g

m
r
L
Z
g
S
a
a
r可
ω
r
s己
D
『《同
5
2
0
3〉
」
と
規
定
し
(
Y
F
L
乙

回戸田・

(UO『
司
・
〉
2
・期

ω
ω
(
一
∞
印
一
凶
〉
)
、
ァ
ラ
パ
マ
、
オ
レ
ゴ
ン
、

テ
キ
サ
ス
、
パ
ー
ジ
ニ
ア
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
ア
イ
オ
7
州
な
ど

多
く
の
州
で
こ
れ
と
同
趣
旨
の
規
定
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
M
E
2
n
y
o
p
(閉山
2
・
E
-
一
回
目
品
〉
期
間
O吋
司
・
印
町
一
参
照
。

(叩
)
E
z
n
v
p
〈
0
7
N
抑
印
O印
沼
y

E
∞
l日印
Mw
〈
D
-
・
印
刷

MOU吋

司自
Y
A
N吋i
ム
ωO
一切
ω--EMHEP(UC『
旬
。
同
町
民
ぢ
ロ
♂
期
ム
ω
司同)・↓

N-
。仲

間』・一一山同国一一
gmwHf
〉
吋
，
B
え
詩
作

D

E

F
何

回

ν
ユロ
2
1
0
0同戸内凶
d
F

問。〈
2
2
Z聞
の
D円
相
】

O
B
R
U
H『0
2
0
a
-
(
一∞
ω一)湖一一凶印

(日〕

M
2
2円
r
R
-
期
ω印
N
司
司
・
玉
∞
1
5
一
一
回
丘
一
山
口
丘
口
P
(
U
O号口
E
l

己
D
ロ
p
m
-
∞印同
y

ムωι
・
な
お
、
取
締
役
を
正
当
な
理
由
が
な
い
限

り
任
期
満
了
前
に
解
任
し
え
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
取
締
役
の

権
限
が
株
主
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
く
む
し
ろ
州
法
乃
至
定
款

で
与
え
ら
れ
た
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
取
締
役
が
後
任
者
が
選
任
さ

れ
る
ま
で
そ
の
地
位
を
保
持
す
る
こ
と
は
全
株
主
相
互
の
信
頼
の
一

部
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
株
主
の
多
数
に
よ
り

正
当
の
理
由
な
《
L
て
取
締
役
を
解
任
す
る
こ
と
は
こ
の
株
主
の
信

頼
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
窃
言
語
5
・
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(2) 

。喧
-
n
Z
L

唱司・吋町一凶
i
吋白品)。

(口
)
2
2
n
F
2・
〈
c
f
N

抑
印
O

印
司
・
印
印
ω
・
〈
D
一
・
印
期
日
一

2
・

(
日
)
会
社
の
営
業
・
業
務
を
執
行
す
る
権
限
は
、
原
則
と
し
て
会
議
体

と
し
て
の
公

;σDe)取
締
役
会
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
個
々
の
取

締
役
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
(

M

司

F
R
r
F
訓
ω
u
y
F
-
一自己

5
・

。
D
吋
匂

O
H
ω
t
oロ
♂
制
品
品
〉
。

〔
川
叶
〉
こ
の
こ
と
は
イ
リ
ノ
イ
州
(
巴
・
〉

E
・
2
丘
町

-
S
羽
一
可
・
ぉ
・

今回ム印
V

、
ユ
ュ
!
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州

(
2・(『
-
H
N
2
ω
g
?
吻
一
ム
〉
川

町

ia-(呂
町
∞
)
)
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
〈
(Um--

。。片岡
y
(
U
o
e

期
待
ケ
公
定
吋
)
〉
な
と
多
く
の
州
の
制
定
法
で
も
規
定
し
て
い
る
。

(
日
)
デ
ラ
ウ
ヱ
ア
州
(
り
ゅ
?
の
D

舟
〉
ロ
ロ
・
苦
∞
・
訓
↓
吋
0

・(一回目吋))、

ニェ

l
Jジ
ャ
ー
ジ
ー
州

(
Z・
』
・
河
仰
ぐ
・

ω
S
H
・
四
一
品
K

F

H

吋
i
一品
w

(
呂
田
∞
)
)
な
ど
若
干
の
州
で
は
こ
の
こ
と
を
制
定
法
で
も
規
定
し
て

い
る
。
な
お
、
諸
外
国
で
は
、
計
算
書
類
の
確
定
と
利
益
配
当
の
決

定
は
一
般
に
株
主
総
会
の
専
決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
(
独
・
一
九
六

五
年
新
株
式
法
一
一
九
条
一
項
二
号
・
一
七
三
条
一
項
、
仏
・
一
九
六

六
年
新
商
事
会
社
法
一
五
七
・
一
一
一
四
七
条
、
日
・
商
法
二
八
三
条
一

項
参
照
。
な
お
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
つ
い
て
、
目
}
5
2・。
c
g
Eロ可

円、知耳〈

MOE-
一回印白〉同
y
m
N
A
参
照
〉
。

(
村
山
)
取
締
役
会
の
各
個
の
権
限
の
例
示
に
つ
い
て
、
な
お
、
日
明
一
。
江
戸
戸

抑
制
印
一
ω
i印ω甲
山

ω官
=
g
m
g・
0
H
Y

丘
「
滋
一
ω
∞1
5
N
h
切内

wr2・

0
5
2
C
3
2
ι
P
2同
町

5
2
5
5
2
U品
印
)
宅
・
一
ω
一
ー
一
向
参
照
。

な
お
、
ド
イ
ツ
(
一
九
六
五
年
新
株
式
法
一
一
九
条
一
項
・
二
項

会社支配と株主関の合意

(
行
)

参
照
)
、
フ
ラ
ン
ス
(
一
九
六
六
年
新
商
事
会
社
法
九
八
条
一
項
。

な
お
、
一
二
四
条
参
照
)
、
イ
ギ
リ
ス

(
F
E司・
C
M
y
a
f
宅
'

m
一ω
1
2
品
目
。
D
君。
F

豆
え
2
ロ
の
c
g匂
E
V
N
C耳

(Na-
一回印吋)

司
・
一
日
?
な
お
、
一
九
四
八
年
会
社
法
附
表
A
八
O
条
参
照
〉
に
お

い
て
も
、
基
本
的
に
は
ア
メ
リ
カ
法
と
同
様
、
取
締
役
乃
至
取
締
役

会
の
権
限
を
強
化
し
、
株
主
は
会
社
の
経
営
に
関
す
る
取
締
役
乃
至

取
締
役
会
の
権
限
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
干
渉
し
え
な
い
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

(
刊
悶
)
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
、
刷
、

ωを
理
由
と
し
て
無
効
と
す
る
一
連

の
判
例
が
出
て
い
る
。
呂

g
gロ
〈
・

(UCH江
田

(
N
N
ω
Z・ペ・

ω
一ω
・

一一∞

Z
-
H
W・
印
印
由
(
呂
志
)
)
は
、
三
人
の
多
数
株
主
問
で
の
、
契

約
当
事
者
は
各
々
を
取
締
役
と
す
べ
く
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
、

及
び
、
そ
の
う
ち
の
一
名
(
原
告
〉
に
は
総
支
配
人
と
し
て
の
現
在

の
地
位
を
一
年
間
保
持
さ
せ
、
彼
が
当
該
会
社
の
経
営
及
び
政
策
の

決
定
を
し
、
社
長
及
び
取
締
役
は
名
目
的
な
者
に
過
ぎ
な
い
と
す
る

旨
の
合
意
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
取
締
役
の

選
任
に
関
す
る
合
意
は
有
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
原
告
に
会
社
の
経

営
権
限
を
排
他
的
に
与
え
る
合
意
に
つ
い
て
は
、
「
一
般
原
則
と
し

て
、
株
主
は
、
会
社
の
通
常
の
事
業
に
関
す
る
行
為
に
つ
い
て
こ
れ

を
な
し
え
ず
、
ま
た
、
取
締
役
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
判
断
の
行

使
に
つ
い
て
取
締
役
を
支
配
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
明
ら
か
に
法

は
、
株
主
が
そ
の
権
限
を
骨
抜
き
に
し
た
取
締
役
会
を
設
け
る
こ
と

を
認
め
て
い
な
い
」
と
判
示
し

(
F
E
-
二回

Z

何
弘
司

-
g巴、
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料

総
支
配
人
の
選
任
に
関
す
る
合
意
が
こ
の
契
約
の
主
た
る
目
的
で
あ

る
の
で
、
こ
の
合
意
は
取
締
役
の
選
任
に
関
す
る
合
意
と
分
離
し
え

な
い
と
し
て
、
両
方
の
合
意
と
も
無
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

宮口
ρ
E含
〈
・

ω
5
5『
面
白
〈

M
g
z・
J

へ・

ωNωL
∞
U
Z・
肘

-Mω
品

(一回
ω
品
〉
)
は
、
多
数
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
株
主
と
他
の
二
人
の
株

主
と
の
問
で
の
、
契
約
当
事
者
を
お
互
い
取
締
役
及
び
役
員
に
選
任

す
る
こ
と
、
及
び
契
約
当
事
者
全
員
の
同
意
が
な
け
れ
ば
当
該
会
社

の
附
属
定
款
、
資
本
、
発
行
株
式
、
役
員
及
び
役
員
の
報
酬
、
そ
の

他
会
社
の
事
業
の
政
策
に
関
す
る
或
い
は
そ
の
他
契
約
当
事
者
の
権

利
に
影
響
を
与
え
る
事
項
に
つ
い
て
変
更
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

旨
の
合
意
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
じ
く
最
高
裁
判
所
は
、
「
契

約
に
よ
り
株
主
が
結
合
し
う
る
の
は
取
締
役
の
選
任
に
限
定
さ
れ
、

契
約
に
よ
る
制
限
は
、
一
定
の
報
酬
で
会
社
の
代
理
人
を
選
任
し
て

会
社
の
事
業
を
経
営
す
る
取
締
役
の
権
限
に
関
す
る
も
の
に
及
ぶ
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
契
約
が
、
取
締
役
会
の
、
契
約
当
事
者
の
同
意

あ
る
場
合
を
除
い
て
役
員
及
び
そ
の
報
酬
な
ど
に
関
す
る
政
策
を
変

更
す
る
権
限
を
排
斥
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
違
法
か
つ
無
効
で
あ

る
」
と
判
一
示
し

C
Z
ι
-
∞
u
z・
何
巳
古
田
民
自
)
、

F
C口町

F
H
r
Hロロ

〈
・
吋
日
ロ
S
ロ
i
Z雪
之
回
叶

EMω
ミ
Hnr
の
D
(同国吋
2
・J
ヘ
・
一
三
・
コ

2
・何

N
ι
E
ω
(
石
お
〉
)
は
、
被
告
会
社
の
全
て
の
株
主
を
構
成
し
て
い
る

会
社
相
互
間
で
の
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
会
社
に
被
告
会
社
の
所
有

す
る
全
て
の
劇
場
の
運
営
に
つ
い
て
排
他
的
に
支
配
し
う
る
総
支
配

人
の
任
免
権
を
与
え
る
旨
の
合
意
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
最
高
裁
判

資

所
は
、
「
会
社
を
経
営
す
る
権
利
義
務
を
取
締
役
に
与
え
て
い
る
ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク
州
の
制
定
法

(
Z・
ペ
-cg-(UCH司
-
C唱
掛

Nア
(
一
∞
N由
)

)

に
反
し
、
取
締
役
会
の
権
限
を
骨
抜
き
に
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
判
一
示

し
、
か
よ
う
な
合
意
に
も
と
づ
く
契
約
は
違
法
か
つ
無
効
な
も
の
と

し
て
い
る

(Eι
・
3

z
・
同

Nι
忠
司
・
包
巴
。
そ
の
他
の
も
の
と

し
て
、
〉
『
σ己
件
〈
・
出
R
Z
E口同，
atF{UD--
一
mMKF沼
Y

U守
-

ム

8
・一ミ

Z
・ペ・

ω・
-
C
M
-
(
右
手
〉
(
配
当
の
宣
言
に
関
し
て
〉
U

Hリ
宮
口
内
高
官
ー
ロ
〈
・
明
一
ω口
ω同
ωロ
・
日
吋
ω
〉司司・

o
z
-
u
一
∞
ゐ
吋

Z
・
d

へ・

ω-

Nι

白
∞
日
(
一
宏
∞
)
(
配
当
の
宣
言
に
関
し
て
)

U

出

g
s
zロ
岳
〈

同

g
Sロ
恒
三
。
ア
ゲ
町
二
日
出
品

Z
.
Jヘ
.
二
日
・

8

2
開

N
L
∞
MU

士
山
品
目
〉
(
取
締
役
の
行
為
に
つ
い
て
取
締
役
全
員
の
同
意
を
要
求
す

る
合
意
に
つ
い
て
。
但
し
、
附
属
定
款
で
な
さ
れ
た
事
案
)
が
あ
る
。

そ
の
他
の
州
で
、
こ
れ
ら
を
理
由
と
し
て
無
効
と
し
て
い
る
判
例
に

つ
い
て
は
、
な
お
、
〉
ロ
ロ

cr合
〉
・

F
-
m
-
M
《「官同)・∞

-Ni∞
工
U

ロ
&
ι
ω
ロ
ふ
阿
佐

wm?
の
F
4
m
g
仏
豆
ω
E
s
r
cコ
(

リ

0司℃
CEHFDロ
ω

(
N
E
-
Z
E
)
旬
開
》

M∞
olN宏
一
一
∞
m
w
r
2
ω
E凶
行

RMJ
の
mwmgω
ロ
L

Y
向

3
2
5
0ロ
(UC号
D
E
5
5
ω
(旦・

5
印
国
〉
宅
-
日
∞

7
N∞印一

ピ
三
口
l
V
E
Z
m
ω
・

P
E
E
L
ζ
3
5
r
s
n
c
H唱
D
E
5
5

(
ω
&・
一
回
印
回
〉

E
-
回一

lN∞印

u
ω
R
2
5
8
L
出
g
口、

D司

nt・-

苫
・
∞
日
i
∞
日
参
照
。

(

円

)

司

AL-ω
〈・以内
W
H
F
M
g
z・
J

へ
・
四
吋
・
一
吋
印

Z
-
H
W
印-
E

(

一回

ω一〉

(一

0
年
聞
社
長
と
し
て
任
用
さ
れ
そ
の
関
取
締
役
会
に
よ
っ
て
解

任
し
え
な
い
旨
の
合
意
に
つ
い
て

γ
な
お
、
吋
円
gumrM、ぐ・

0
2
3・
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(2) 

一o
m
z
・
d

「・

ω-M
門目印吋
N(ω
ロ
司
・
。
円
一
回
目
C

(
初
)
H
w
m
;

、吋
2
n
y
dア阿ハ
ω
口町

B
E・
一
三
同
一
一
.
〉
宅
・

ω
c
m
(
↓回一
N
)
U

。
5
H
E
a
d〉
。
o
q
F

一日口

zig-
印
口
一
(
一
∞
吋
由
)
u
ω
m
F
H
N

〈-

P
R
n
z
-
w

一
品
∞
玄
百
ロ
・
∞
0

・5
一
Z
・
当
・
一
O

N

(

一∞
N

C

u

巧凶一一
E
目的

〈・

P
E
H
F円r
p

一∞吋

C
-
U∞
三
吋
印

ω
c・
2
N
〈↓

8
3
u
巧
主
ぐ
・

の
出
向
丘

2
・一
ω印
C
ω

包
ア
ωム
「
何
ι
-
M
Z
(
石田口)・
J
5
2
2
5
m

〈・

p
a江
口
広
で
は
、
取
締
役
会
の
多
数
を
占
め
て
い
る
多
数
株
主

と
の
、
原
告
株
主
を
当
該
会
社
の
社
長
に
任
命
し
、
か
つ
三
年
間
そ

の
地
位
を
変
更
し
な
い
旨
の
合
意
に
つ
い
て
、
「
会
社
の
取
締
役
は
、

一
般
的
に
彼
ら
を
選
任
し
た
株
主
の
み
な
ら
ず
会
社
の
全
て
の
株
主

に
対
し
て
信
任
関
係
公
正
R
E
q
E
Z
Eロ
)
に
立
つ
者
で
あ
り
、

こ
の
株
主
に
対
す
る
信
任
関
係
は
、
取
締
役
が
会
社
の
職
務
に
お
い

て
有
す
る
権
限
乃
至
特
権
を
あ
る
特
定
の
者
の
個
人
的
利
益
の
た
め

に
用
い
る
こ
と
を
禁
じ
る
」
と
判
一
示
し
(
正
仏
・
一
寸
印

ω
0
・向仲間者・

2
ム
112印
)
、
ま
た
、
宅
2
門
〈
・
。
ωヨ仏

g
で
は
、
当
該
会
社
の
取
締

役
か
つ
社
長
で
あ
る
多
数
株
主
と
の
、
原
告
株
主
を
一
定
の
報
酬
で

当
該
会
社
の
副
社
長
及
び
総
支
配
人
と
す
る
旨
の
合
意
に
つ
い
て
、

「
こ
の
合
意
は
、
取
締
役
に
取
締
役
が
株
主
及
び
会
社
に
負
っ
て
い

る
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
益
に
反

し
無
効
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
こ
の
こ
と
は
、
取
締
役
が
そ
の
合
意

に
よ
っ
て
直
接
個
人
的
利
得
を
受
け
て
い
な
い
場
合
で
も
同
機
で
あ

る
と
し
て
い
る

(
F
E・
ω
A
F
・
開
仏
・
区
間
】
同
y
N
司
lN
吋∞〉。

。
ョ
邑
〈
・
(
リ
0
同】目出
L
O
ω
〈
戸

SAP--
印N
K

戸・

ω
町田(一
8
0
)
h
C島出
l

会社支配と株主聞の合意

(
引
)

ω
口
〈
-
c
z
g
p
ω
一
u
v
p盟・

2
・m
品
Z
剛
山

M
L

ム
ω
U
(
一出品目〉・

(
辺
)
』

R
r
gロ
〈
・
出

C
C
3
H
(
g
Z
』
何
』
・
印
∞

Mwa
〉
印
町
∞

(一回一
O

)

)

で
は
、
原
告
、
被
告
株
主
聞
で
の
、
彼
ら
は
当
該
会
社
の
経
営

に
つ
い
て
等
し
い
権
限
を
有
し
、
彼
ら
以
外
の
取
締
役
に
つ
い
て
は

彼
ら
の
指
名
す
る
傍
偽
取
締
役
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
選
任
す
る
旨
の

合
意
に
関
し
て
、
「
も
し
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
人
的
責
任
か
ら
彼

ら
を
守
る
た
め
に
株
式
会
社
形
態
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
彼
ら
は

も
は
や
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
株
主
と
し
て
の

権
利
・
義
務
の
み
を
有
す
る
。
彼
ら
は
お
互
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
は
な

り
え
ず
、
:
:
:
」
と
判
示
し
(
ヂ
広
・
日
〉
・
弘
司
・
可

C
、
被
告

が
合
意
に
違
反
し
て
原
告
を
会
社
の
経
営
か
ら
排
斥
し
て
も
原
告
は

何
ら
の
救
済
も
与
え
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
な
お
、

F
E
E
E♂

可

巧
E-
品。
f
N
U
Z
・
4
弓・印∞
M
U

印
∞
ム
(
}
∞
∞
町
)
参
照
。

(
お
〉
報
酬
も
定
め
て
い
た
場
合
に
つ
い
て
こ
れ
を
無
効
と
す
る
判
例
は

数
多
い
。
開
・
町
二
吋
2
n
r
〈
州
内

B
E
E
-
一
寸
品
目
・
〉
官
官
・

ω
口町

(-∞一日〉

h
o
ι
g
g
〈
-
o
z
gロ
(
前
掲
註
(
引
〉
)
一
の
区
内
円
ロ
月
UN
ぐ・

(
U
D
O
W
-

一
日
。
豆
ω戸
印
。
一
(
一
∞
吋
白
〉
引
の

C5.m
何
代
日
〈
・
阿
川
臣
認
-
f

ム∞

Z
・
』
・
開
』
・

N
8・
N一
〉
・
∞
ム
吋
(
呂
田
一
〉
・

(
刊
日
)
配
当
の
宣
言
に
関
し
て
無
効
と
さ
れ
た
判
例
は
全
て
一
定
の
配
当

の
強
制
を
求
め
た
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
お
)
切
と

r
z
s
p
c句
-
n
F
F
N
-
吋
A
W
H
S
F

・mmぐ
-MW岬
M

V

・エ
ω
、

(
U
C
門司
C
自
己

0
5
抑
一
∞
ω
・

∞ヨロ一一
2
8
p
c司
・
円
比
二
抑
一
吋
印
町
古
田
Y
A
U
C
一lAUDNU
目
。
口
吋
『
5
・

(
お
)
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料

高

-
a
r
m
一
念
品
問
者
・
包
丁
∞
ON
湖
一
品
目
白
問
者
・
∞
二
l
∞
ロ
・
な
お
、

リ
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
契
約
五
六
九
条
の
コ
メ
ン
ト
例
仰
は
、
「
B

会
社
の
株
式
の
過
半
数
を
所
有
す
る

A
は、

C
と
、
も
し
C
が
A
の

一
定
数
の
株
式
を
一
定
の
値
段
で
買
入
れ
て
く
れ
れ
ば
A
は
C
が
B

会
社
の
会
計
役

(
A
H
g
E円
ゆ
る
に
選
ば
れ
る
よ
う
尽
力
す
る
旨
を
約

束
す
る
。

C
は
そ
の
通
り
そ
の
株
式
を
買
う
。
こ
の
取
引
は
、
た
と

え
値
段
が
市
価
よ
り
低
く
か
っ

A
は
極
め
て
有
能
で
あ
る
と
信
じ
か

っ
事
実
上
も
そ
う
で
あ
る
C
に
会
計
役
を
引
き
受
け
て
も
ら
う
た
め

に
そ
う
い
う
安
値
で
株
式
を
提
供
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
違
法
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
幻
)
こ
れ
ら
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
取
締
役
会
の
判
断

す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
争
い
が
生
じ
た
場
合
に
仲
裁
人
に
そ
の
決
定

を
委
ね
る
旨
の
合
意
に
関
し
て
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
は
前
述
し
た

〈
p
m・
-
ゲ
完
〉
=
弓
L
明
日
常
貯
何
回
同

5
2
の
0
・・

2ω
〉唱
H
Y
U
守・

印
N・M
g
z・J
へ・

m
-
E
C
S
S〉
。
な
お
、
殆
ん
ど
の
州
の
制
定

法
或
い
は
会
社
の
定
款
・
附
属
定
款
の
規
定
で
、
取
締
役
会
は
そ
の

権
限
の
一
部
を
執
行
委
員
会
公
民
主

S
g
E
E
5
)
及
び
役
員

に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

は
特
に
規
定
、
が
な
く
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
(
回
巳
広
三
宮
0

・。
D

弓
?

EHFEm-
四
品
目
司

-
S
M
)。
し
か
し
、
取
締
役
会
の
裁
量
的
権
限

2
R
E
F
S弘
司
2
2
)
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
取
締
役
会
の
明
一
不

乃
至
黙
示
の
援
権
が
な
い
限
り
委
任
し
え
ず

(
N
2
2
n
Z
F
吻
念
品

目

y
m
N
己
、
ま
た
、
附
属
定
款
の
変
更
、
新
株
の
発
行
、
役
員
の
任

資

免
・
報
酬
の
決
定
、
配
当
の
宣
言
な
ど
に
つ
い
て
は
取
締
役
-
会
が
直

接
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
〈

M
E
2
n
y
F

制
品
由
吋
緊
】
・
印
ω印l
印
ω吋
u切
mw-Fロ『
g
p
(
U
D吋司
D
g
t
Dロ
F
司・

]ω
印)。

(
泊
)
開
・
間
二

ωvmwd〈
〈
・
回

g
r
o
g
-
Z巳
-FFhoH5・
。
口
・
・
町
一
同
ロ
ι・

〉問者・

ω品目L一
N
2・
開
・
一

m
C
5
8
u
Z
R
iロ
〈
・

ω
o
z
g
E

2
2
5
-
p
a
E
F
同ロ円

-
-
N
8
5
n
r・
M
U
m
-
M
g
z・
4
タ
ヨ
品

(一宏一

)
h
ω
F
0
5
2
除

E
F
H
R
-
〈
-
F
L
E
E
Y向己・

P
E
t
q

(
U
G
-
-
A
一
司
・
日
品
目
∞
∞
(
一
回

ωO〉・

(mg
こ
れ
ら
は
、
特
に
現
在
の
取
締
役

2
5
の
任
期
を
越
え
る
一
雇
用

契
約
に
関
し
て
無
効
と
す
る
場
合
に
多
く
み
ら
れ
、
現
在
の
取
締
役

会
は
こ
の
任
期
を
越
え
る
雇
用
契
約
を
締
結
し
え
な
い
と
す
る
判
例

も
存
す
る

(
E
S三
〈
・
阿
宏
一
一
冊
子
一

ωωω
・
巧
-
E
∞
M
ω
(一
8
8
u

F
巳
C
ロ
〈
・
。
D口氏ロ
g
E
ω
D
E
r
-
s
ι
ω
2
5
m凹
除

τ

E
〉
自
〆

一。一

ω・語、・

MLUO印〈一回
ω吋))。

【

三

】

効
力
を
認
め
よ
う
と
す
る
学
説
・
判
例

(
l
)
 
学

説

と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
な
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
株
主
聞
の
合
意
に

つ
い
て
も
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
特
殊
性
か
ら
、
こ
れ
を
有
効
な
も
の
と
す

べ
し
と
す
る
見
解
が
学
説
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見

解
は
、
ま
ず
、

)
 
-(
 

「
会
社
の
営
業
及
び
業
務
は
取
締
役
会
が
執
行
す
る
」
と
の
制
定
法
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規
範
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
即
ち
、
判
例
が
こ
の
規
範
に

厳
格
に
一
致
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
は
、
会
社
の
設
立
、
株
主
の
有

限
責
任
の
特
典
、
が
州
に
よ
り
特
別
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
州
の

制
定
法
が
会
社
の
運
営
・
経
営
に
関
し
て
定
め
た
伝
統
的
な
方
式
乃
至
手
続

に
合
致
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
株
主
は
、
そ
れ
が
州
か
ら
与
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
取
締
役
会
の
権
限
を
奪
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
す
る
特
許
理
論

〈

0
0
ロ
耳
目
。
ロ
手

g
q
)の
誤
っ
た
適
用
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
批
判
す

る
。
そ
し
て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
て
会
社
の
経
営
権
限
が
会
社
の
現
実
の
所
有

者
と
し
て
の
株
主
に
究
極
的
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
或
い

は
、
取
締
役
を
株
主
が
任
意
に
解
任
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
な

ど
か
ら
し
て
、
株
主
が
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
し
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
程
制

円

zv

定
法
規
範
を
侵
害
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
論
ず
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

(2) 

は
特
に
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
今
日
に
お
い
て
も
妥
当
な
も
の
で

会社支配と株主間の合意

あ
る
と
す
る
。
即
ち
、

(2) 

制
定
法
の
規
定
は
、
主
と
し
て
会
社
の
経
営
と
所
有
が
分
離
し
て
い

る
公
開
的
な
会
社
を
対
象
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
閉
鎖
的
な
会

社
を
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
公
開
的
な
会
社
に
お
い
て
は
、

株
主
或
い
は
会
社
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
に
制
定
法
規
範
が
厳
格
に
守
ら

れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
も
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
そ
の

他
会
社
の
関
係
者
は
一
般
に
会
社
の
運
営
・
経
営
に
積
極
的
に
関
与
し
或
い

は
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
程
制
定
法
の
規
定
に
厳
格
に
合
致

し
な
く
て
も
問
題
が
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に

対
し
制
定
法
の
規
定
に
厳
格
に
合
致
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
か
え

っ
て
会
社
の
運
営
・
経
営
を
困
難
に
到
ら
し
め
る
こ
と
に
も
な
る
と
論
ず

ハ
S
V
る
。
ま
た
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
と
取
締
役
と
を
同
時
に

兼
ね
て
い
る
者
が
多
く
、
か
っ
、
そ
の
各
キ
の
権
限
関
係
に
つ
い
て
明
確
な

〈

4
v

区
別
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
、
及
び
、
か
よ
う
な

会
社
に
お
い
て
は
、
取
締
役
は
名
目
的
な
者
に
過
ぎ
ず
、
多
数
株
主
が
会
社

の
実
質
的
な
支
配
権
を
握
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
司
』
と
、
を
指
摘
し

て
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
取
締
役
は
株
主
の
意
思
に

支
配
さ
れ
受
動
的
な
地
位
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
株
主
間
の
合
意
が
、

取
締
役
の
任
意
・
独
自
な
判
断
の
行
使
を
妨
げ
、
忠
実
義
務
を
無
視
せ
し
め

る
こ
と
と
な
っ
て
も
、
こ
れ
を
絶
対
的
に
無
効
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な

円

6
〉

い
と
も
論
ず
る
。
ま
た
、
特
に
役
員
の
任
命
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
閉

鎖
的
株
式
会
社
に
お
け
る
株
主
の
特
殊
な
地
位
か
ら
会
社
の
一
定
の
職
務
に

就
く
こ
と
が
株
主
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
或
い
は
、

会
社
に
有
能
な
人
材
を
確
保
せ
し
め
る
た
め
に
も
、
こ
れ
を
有
効
と
す
べ
し

と
す
る
。
か
く
し
て
、

北法21(3・211)577
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(3) 

「
会
社
の
営
業
及
び
業
務
は
取
締
役
会
が
執
行
す
る
」
と
の
制
定
法

規
範
に
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
実
態
に
即
し
て
、
取
締
役
会
の
実
質
的
機

資

能
が
奪
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
あ
る
程
度
の
例
外
公
民
間
宮
内
田

2
-
5
3
)が

認
め
ら
れ
で
も
、
何
ら
違
法
で
も
な
く
公
益
に
反
す
る
も
の
で
も
な
い
と
論

〈

8
V

ず
る
学
説
が
少
な
く
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
、
任
用
期
間
及
び
報

酬
が
適
当
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
或
い
は
、
任
命
し
よ
う
と
す
る
者
が
誠
実

・
有
能
・
適
任
な
者
で
あ
る
場
合
な
ど
、
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
株

主
、
会
社
債
権
者
な
ど
に
不
公
正
と
な
ら
な
い
或
い
は
損
害
を
与
え
る
も
の

で
な
い
限
り
、
た
と
え
株
主
聞
の
合
意
が
、
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
し
取

締
役
会
の
権
限
に
干
渉
す
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
有
効
と
す
べ
き
と
す

M
V

更
に
、
そ
れ
、
が
特
に
、
当
該
会
社
の
全
て
の
株
主
の
同
意
に
も
と
づ
い
て
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
他
の
株
主
に
対
し
て
損
害
を
与
え
る
か
ど

(
凶
)

う
か
を
考
慮
す
る
必
要
も
存
し
な
い
し
、
ま
た
、
会
社
の
全
て
の
所
有
者
が

同
意
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
株
主
は
自
己
の
欲
す
る
よ
う
な
経
営
方

式
を
採
り
う
る
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
無
効
と
す
べ
き
理
由
は
何
ら
存

し
な
い
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、

(4) 

か
よ
う
な
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
し
取
締
役
会
の
権
限
に
干
渉

す
る
方
法
が
株
主
問
の
合
意
(
契
約
〉
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
認
め
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

近
時
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
実
態
を
考
慮
し
て
、
株
主
総
会
・
取
締
役
会
の

招
集
手
続
、
決
議
に
つ
い
て
略
式
の
行
為
を
認
め
る
動
・
制
忠
肢
が
出
て

い
る
こ
と
、
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
株
主
総
会
の
定
足
数
・
決
議
要
件
の

加
重
を
認
め
る
判
例
・
制
定
法
が
出
て
い
る
こ
と
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
学
説
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
、
及
び
、
閉
鎖
的
株
式
会

社
は
実
質
上
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
的
な
特
質
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
当
該
会

社
の
全
て
の
株
主
の
同
意
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
会
社
を
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
よ
う
に
運
営
・
経
営
し
た
と
し
て
も
何
ら
奇
異
な
こ
と
に
な
ら

ず
、
単
な
る
株
主
聞
の
合
意
で
会
社
の
経
営
に
関
す
る
事
項
を
規
制
す
る
こ

と
も
で
き
る
と
論
ず
る
。
そ
し
て
更
に
、

閉
鎖
的
な
会
社
に
あ
っ
て
も
一
度
株
式
会
社
形
態
を
選
択
し
た
場

Fhu 

合
に
必
ず
取
締
役
会
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
を
法
が
要
求
し
て
い
る
こ
と
、

に
そ
も
そ
も
問
題
が
あ
る
、
と
の
批
判
を
加
え
る
も
の
も
あ
る
。
即
ち
、
そ

の
批
判
は
、
か
よ
う
な
会
社
に
お
い
て
は
、
取
締
役
会
制
度
、
が
現
実
に
は
形

骸
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
か
よ
う
な
会
社
に
つ
い
て

は
、
株
主
が
直
接
会
社
の
運
営
・
経
営
を
な
し
う
る
、
或
い
は
、
取
締
役
会

と
い
う
会
議
体
で
は
な
く
株
主
の
意
思
を
直
接
に
反
映
す
る
代
理
人
が
会
社

を
運
営
・
経
営
す
る
制
度
を
認
め
る
べ
き
と
す
る
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)
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z
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止
命
戸
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』
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〈
一
回
ω印一)釦仲間》唱・∞〕寸
ω
2
月』・

も
っ
と
も
、
全
て
の
株
主
に
よ
る
場
合
で
も
、
将
来
新
た
に
株
主
と

な
る
者
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
が
(
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
契
約

の
効
力
を
主
張
し
え
な
い
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
田
巧
王
宮
1

8
p
c℃
-
n
F
f
湖
一
寸
ω印刷
y
念
口
∞
)
、
オ
ニ

i
ル
は
、
株
式
の
譲
渡

を
制
限
し
、
或
い
は
契
約
の
内
容
を
株
券
に
記
載
す
る
こ
と
に
よ

り
、
こ
の
問
題
は
解
決
し
う
る
と
す
る

C
O
S
E
}
・
期
印
・

2
同Y

N

∞吋)。

(
ロ
)
正
式
の
招
集
手
続
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
当
該
会
社
の
全
て

の
株
主
或
い
は
取
締
役
が
出
席
し
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
有
効
な

決
議
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
判
例
と
し
て
、
盟
主
ゅ
の
与
の
0
・
〈
-

回一
R
r
b
t
ξ
r
z
p
r
(
U
G
-
-
N
一
品
〉
Hr・
母
子
日
一
吋

ω
・
宅
-M品

目O
M
(
一∞色〉

uyPRrω
ロ
z
.
h
v
m，
R
g
q
M
.
回目
M

}

内〈・国内
WHH訪問、ロ
l

B
Z円
。
0
・L
s
r
r
N∞
ω
L
品目

ω・
巧
-
N
O∞
(
E
N
Y
P
F
?

百
品
開
。
〈
・

ω
2
8
F
↓

QNω
。
‘
民
自
由
。
(
明
日
F
〉
司
司
・
一
回
目
∞
〉
な

ど
が
あ
る
。
ま
た
、
全
て
の
株
主
或
い
は
取
締
役
の
明
示
乃
至
黙
示

の
同
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
会
議
体
に
よ
ら
な
い
決
議
も
有
効
と
な

る
こ
と
を
認
め
る
判
例
と
し
て
、
宮
内
同
n
r
8
2・
b
F
E
g
-
-凶
g
r

J

、.国防
E
m
H
L
H
g
g円
。
0

・
(
右
掲
)
引
の
R
m
L
〈
・
何
百
玄
円
。

ω』
E
目

H
N
E
-
q
の
D--
一
回
印
〉
沼
y
U
F〈・

NK玄
・
一
∞
吋

Z-t~・
ω
・
ωom(-UN
一〉

な
ど
が
あ
り
、
取
締
役
の
行
為
に
つ
い
て
こ
の
場
合
に
正
式
の
会
議

資

体
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
の
め

s
a
4
開
自
立
話

ω』
g
z
m
g
-
q
の
0
・
は
、
全
て
の
取
締
役
の
意
見
が
一
致
し
て
い

る
場
合
仁
は
議
論
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
、
取
締
役
が
当
該
会
社

の
全
て
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
場
合
に
は
彼
ら
取
締
役
全
員
の

同
意
に
も
と
づ
く
行
為
は
株
主
全
員
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
も
な
る
こ
と
、
を
あ
げ
て
い
る
(
守
正
・
一
∞
吋

Z
・ペ・

ω・
三
間
y

ω
一{〕〉。

(
円
川
)
株
主
総
会
及
び
取
締
役
会
に
つ
い
て
、
全
て
の
株
主
及
び
取
締
役

の
書
面
に
よ
る
同
意
に
も
と
づ
い
て
、
書
面
決
議
を
認
め
る
州
と
し

て
、
宮
古
口
・

ω
S
F
K
Fロ
ロ
・
務

ωo
一-
M
m
g・
ω口一
-M∞(吋)入
-u弐
)

h

z・。・
c
g
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ω
g
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I
N
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w
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(
同
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・

MN∞
W
C
8
3
、
株
主
総
会
に
つ
い
て
の

み
書
面
決
議
を
認
め
る
州
と
し
て
、

Z
F
n
r
・
2
2・
〉
ロ
ロ
・
期

N--
一い

(品)(内)・(石田
ω
)
U
Hロ
ι・〉ロロ・

ω時三・抑掛

N印
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N印
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E
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呂
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〉
な
ど
が
あ
る
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(
刊
〉
出
D
B
m件。
5
・
0
司
・
巳
同
二
一
∞

H
L毛
色

昨

(UCロ円。自由
V

・
MMEF
白神間
y

ムム

ω
二凶
3
2
5・
0
司
氏
了
間
ymmhp
二
0
5
2一
・
期
印
。
印
同
Y
M
ω
?

な
お
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
株
式
会
社
の
本
質
を
組
合
的
に
解
す

る
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
が
(
鈴
木
竹
雄
「
共
益
権
の
本
質
」
法
協

六
二
巻
三
号
二
ハ
頁
、
同
「
会
社
の
社
団
法
人
性
」
、
松
本
先
生
古

稀
記
念
七
七
頁
)
、
こ
の
説
は
、
株
主
相
互
間
の
(
契
約
〉
関
係
を
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認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
信
義
誠
実
の
原
則
を
発
動
せ
し
め
、
議
決
権

の
濫
用
な
ど
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
出
さ
れ
た
も
の
と
解
さ

れ
る
(
い
わ
ゆ
る
株
式
会
社
組
合
説
へ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
松
田

二
郎
「
社
員
権
否
認
論
に
反
対
す
る
新
説
に
つ
い
て
」
株
式
会
社
法

研
究
一
一
五
頁
以
下
、
同
「
株
式
会
社
法
の
理
論
」
一
四
三
頁
以
下

参
照
。
な
お
松
田
博
士
は
、
株
式
を
持
分
的
に
解
す
る
見
解
は
、
株

式
会
社
の
本
質
を
組
合
的
に
解
す
る
思
想
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る

と
す
る
。
右
掲
「
会
社
法
の
理
論
」
一
七
一
頁
〉
。

ハ
江
川
〉
同
日
E
R
E
-
C唱
巴
子
一
∞
H
h
m
w
d
弓
除
。
。
ロ

Z
B司
-

H

山
B
r
-
呉
官
官
・

主
N
-

主印
-

u

考
古
F
H
J
D旬
DmF口問

ω
z
g
J円
。
持
窓
口
c目
{
U
G
H
-

M
)
D
s
t
cロ
戸
俗
耳
J

N
∞(リ
O
H
ロ
己
目
円
、
・

ρ・
(
一
回
お

)ω-ω

巳

京
y
ω
-
m
I

ω
M
O
h
〉
仏

H
n
r
g・
〉
R
Q
D
持
仏

(υCHM》C
E丘
D
口
F
m
w
J

三
時
D
円
。
弘
仲
間
D
T

Em-
印
ム
の
と
.
円
、
.
M
N巾
〈
ハ
一
定
山
市
山
〉
一
U
U
0
・
ω仲間》匂・

N口
M品
I
M
D
M
印.

(
E
)
 
判

例

(2) 

さ
て
、
判
例
に
お
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約

す
る
株
主
問
の
合
意
は
、
一
般
的
に
無
効
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
が
、
近

会社支配と株主間の合意

時
、
こ
の
よ
う
な
合
意
(
契
約
)
に
つ
い
て
も
、
そ
の
効
力
を
認
め
る
判
例

が
い
く
つ
か
出
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
の
多
く
は
、
当
該
会
社
の
全
て
の

株
主
が
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
場

合
に
、
株
主
或
い
は
会
社
・
会
社
債
権
者
に
損
害
を
与
え
る
の
で
な
い
限
り

株
主
は
会
社
の
経
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
も
彼
ら
の
間
で
協
定
し
う

る
、
或
い
は
、
制
定
法
の
規
定
の
違
反
も
そ
れ
程
問
題
と
す
る
必
要
は
な
い
、

或
い
は
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
お
け
る
有
能
な
人
材
の
確
保
の
必
要
性
、
な

ど
の
理
由
か
ら
合
意
を
有
効
と
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
役
員
の
任
命
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
代
表
的
判

例

(
O
R
r
〈
・
。
。
仏
m
p
M
g
z
'
Jへ
・
ム
-
0
・
-
u
u
z
・
出
宏
一
(
一
∞
ω白
)

)

が
あ
る
。
こ
の
事
案
は
、
当
該
会
社
の
全
て
の
株
式
を
所
有
し
当
該
会
社
の

取
締
役
で
も
あ
る
二
人
の
問
(
原
告
・
被
告
)
で
、
被
告
は
原
告
を
、
当
該

会
社
の
取
締
役
と
し
て
留
め
る
べ
き
こ
と
、
原
告
が
誠
実
、
有
能
、
適
任
で

あ
る
限
り
総
支
配
人
と
し
て
留
め
る
べ
き
こ
と
、
ま
た
原
告
に
、
生
涯
毎
年

会
社
の
純
利
益
の
%
を
報
酬
乃
至
配
当
に
よ
っ
て
与
え
る
こ
と
、
及
び
、
会
社

の
利
益
を
不
当
に
減
少
せ
し
め
る
よ
う
な
報
酬
を
他
の
役
員
そ
の
他
の
会
社

の
代
理
人
に
支
払
っ
て
は
な
ら
な
い
旨
を
、
書
面
で
合
意
し
、
被
告
が
こ
の

契
約
に
違
反
し
た
の
で
原
告
が
契
約
の
履
行
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
最
高
裁
判
所
は
、
先
例
(
冨

n
ρ
g分
〈
・

ω
S
Z
E
E
-
前
掲
〔
二
〕

註
(
日
)
〉
に
も
と
づ
い
て
こ
の
契
約
を
無
効
と
し
た
原
審
の
判
決
を
破
棄

し
て

「
取
締
役
が
当
該
会
社
の
唯
一
の
株
主
で
あ
る
場
合
に
は
、
彼
ら
の

間
で
特
定
の
者
を
会
社
の
役
員
と
し
て
任
命
す
べ
き
こ
と
を
約
束
す
る
契
約

を
強
制
し
え
な
い
理
由
は
存
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

:
:
j
:
特
じ
か
よ

う
な
契
約
の
履
行
が
誰
に
も
損
害
を
与
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
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料

た
と
え
取
締
役
会
に
会
社
の
経
営
権
限
を
与
え
て
い
る
制
定
法
を
少
し
ば
か

り
侵
害
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
:
:
:
」
と
判
示
し
、
こ
の
契
約
を
有
効
と
し

資

原
告
の
特
定
履
行
の
訴
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
他
、
役
員
の
任
命
に
関
す
る

当
該
会
社
の
全
て
の
株
主
に
よ
る
合
意
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
有
効
と
す
る
判

円

2
〉

例
は
少
な
く
な
い
。
な
お
、
最
近
の
連
邦
第
五
巡
回
控
訴
裁
判
所
の
判
決

(
の
]
宮
司
〈
・
。
一
ωN
ゆア

ω
豆
町
・

N
L
ω
U
O

〈一

8
3〉
で
は
、
実
質
的
に
同

族
会
社
一
八
の
全
て
の
株
式
を
所
有
し
て
い
る
一
一
一
人
の
兄
弟
(
原
告
・
被
告
〉

の
簡
で
、
現
在
各
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
会
社
に
お
い
て
占
め
て
い
る
地
位
を
変

更
し
た
り
、
お
互
い
他
の
者
の
利
益
を
害
す
る
よ
う
な
行
為
は
し
な
い
旨
を

合
意
し
た
が
、
後
に
原
告
が
役
員
で
あ
っ
た
同
族
会
社
一
八
の
全
て
の
地
位

か
ら
排
斥
さ
れ
た
の
で
、
原
告
が
そ
れ
に
よ
り
受
け
た
損
害
賠
償
を
求
め
た

事
案
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
、
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
他
の
株
主
が

存
す
る
か
ら
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
こ
の
契
約
は
違
法

で
あ
る
、
と
の
被
告
の
主
張
に
対
し
て
、
そ
の
関
係
す
る
州
の
多
く
の
判
例

及
び
学
説
を
引
用
し
、
こ
の
契
約
が
不
当
乃
至
詐
欺
的
な
も
の
か
、
或
い
は

第
三
者
を
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
、
結
局
こ
の
契
約
は
、
取

締
役
会
の
権
限
を
完
全
に
奪
う
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
第
三
者
を
害
す
る

と
の
証
明
も
な
い
と
し
て
、
ウ
エ
ス
ト
・
パ
ー
ジ
ニ
ア
州
を
除
く
全
て
の
同

族
会
社
に
お
い
て
原
告
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
報
酬
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
認

め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
他
、
役
員
の
任
命
に
関
す
る
全
て
の
株
主
に
よ

ら
な
い
が
実
質
的
に
当
該
会
社
の
全
て
の
株
主
に
よ
る
合
意
に
つ
い
て
、
こ

ハ
S
V

れ
を
有
効
と
す
る
判
例
も
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
配
当
の
宣
言
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
、

一
定
の
場
合
に
配
当

の
宣
言
を
祭
止
す
る
旨
の
合
意
に
関
し
て
は
、
一
般
に
そ
の
効
力
が
認
め
ら

ハ
4
V

れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
一
定
の
割
合
で
或
い
は
特
定
の
者
に
配
当
の
宣
言
の

強
制
を
求
め
る
旨
の
合
意
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
有
効
と
す
る
判
例
が
あ

る
。
そ
し
て
、
当
該
会
社
の
全
て
の
株
主
聞
で
の
、
会
社
の
純
利
益
の
一
定

の
割
合
の
、
或
い
は
、
会
社
へ
の
貢
献
の
程
度
に
応
じ
て
、
配
当
を
宣
言
す
ベ

き
旨
の
合
意
を
有
効
と
す
る
判
例
が
あ
る
。
ま
た
、
最
近
の
イ
リ
ノ
イ
州
最

高
裁
判
所
の
判
決
(
の
と
胃
く
・
の
と

-
F
ω
N
E・
E

5
・

M
g
z・
開
-

M

仏
印
コ
(
呂
田
ム
〉
〉
で
は
、
当
該
会
社
の
株
式
を
全
て
所
有
し
て
い
る
兄
弟

及
び
そ
の
妻
(
原
告
・
被
告
)
四
人
の
間
で
、
お
互
い
を
取
締
役
と
す
べ
く

そ
れ
ぞ
れ
の
議
決
権
を
行
使
す
る
旨
の
合
意
の
他
に
、
も
し
会
社
の
利
益
剰

余
金
が
五

O
万
ド
ル
を
越
え
る
場
合
に
は
毎
年
五
万
ド
ル
の
配
当
を
な
す
こ

と
、
ま
た
会
社
の
純
利
益
が
五
万
ド
ル
を
越
え
な
い
場
合
に
も
五

O
万
ド
ル

の
剰
余
金
が
留
保
さ
れ
て
い
る
限
り
毎
年
五
万
ド
ル
の
配
当
を
な
す
こ
と
、

及
び
、
兄
弟
の
ど
ち
ら
か
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
そ
の
妻
に
一
定
の
報
酬
が

継
続
し
て
支
払
わ
れ
る
べ
き
旨
を
書
面
で
合
意
し
、
原
告
の
夫
の
死
亡
後
被

北法21(3・2l6)582



告
が
こ
の
契
約
を
守
ら
な
か
っ
た
の
で
、
原
告
が
こ
の
契
約
の
履
行
を
求
め

た
事
案
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
配
当
に
関
す
る
合
意
に
つ
い
て
は
取
締
役

に
会
社
の
経
営
権
限
を
与
え
て
い
る
制
定
法
の
規
定
に
反
す
る
と
し
て
無
効

と
し
た
原
審
(
合
同
]
]
・
〉
宅

ML
合
同
‘
呂
田

Z.
同
日
仏
品
(
一
阻
ま
)
)
を

破
棄
し
、
閉
鎖
的
な
会
社
と
公
開
的
な
会
社
に
お
け
る
株
主
の
地
位
の
差
異

を
指
摘
し
、
本
件
の
よ
う
に
当
該
会
社
の
全
て
の
株
主
に
よ
る
場
合
で
債
権

者
を
害
す
る
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
制
定
法
の
規
定
に
厳
格
に

合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
配
当
に
関
す
る

合
意
に
お
い
て
は
、
会
社
及
び
会
社
債
権
者
の
保
護
の
た
め
に
五

O
万
ド
ル

と
い
う
利
益
剰
余
金
の
制
限
を
設
け
て
い
る
こ
と
、
を
理
由
に
こ
れ
ら
の
合

意
を
有
効
と
し
原
告
の
特
定
履
行
の
訴
を
認
め
て
い
る
。
な
お
、
閉
鎖
的
株

式
会
社
で
は
、
会
社
事
業
の
合
理
的
な
必
要
を
越
え
て
会
社
の
利
益
を
留
保

(2) 

し
て
い
る
場
合
、
或
い
は
不
当
に
配
当
の
宣
言
を
怠
っ
て
い
る
場
合
に
、
株

会社支配と株主聞の合意

主
に
い
か
な
る
救
済
が
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な

(
7
)
 

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
は
、
取
締
役
会
が
株
主
に
許
害
的

(
E
E
C
-

町
三
一
己
或
い
は
悪
意
〈

E
L
E岳
〉
抑
圧
的

(
G
3
2
E〈
る
に
配
当
の
宣

言
を
怠
っ
て
い
る
場
合
に
、
株
主
か
ら
の
配
当
の
宣
言
の
強
制
を
求
め
る
訴

内

Q
U
J
V

え
に
対
し
て
衡
平
上
の
救
済
を
与
え
て
い
る
一
。
‘

つ
ぎ
に
、
取
締
役
会
の
定
足
数
・
決
議
要
件
の
加
重
と
の
関
係
で
問
題
と

な
っ
た
事
案
と
し
て
、
イ
リ
ノ
イ
州
控
訴
裁
判
所

(
E
R問
。

E
E
〈
・
の
『
ユ
m
l

F
E
M
E
-
〉℃℃・

2
ω
(一
回
以
〉
)
は
、
当
該
会
社
の
全
て
の
株
式
を
所
有

し
て
い
る
三
人
の
間
で
の
、
そ
の
う
ち
の
一
人
を
取
締
役
か
つ
役
員
と
す

る
こ
と
、
及
び
、
附
属
定
款
、
役
員
と
そ
れ
ら
の
者
へ
の
報
酬
、
配
当
の
宣

言
に
関
し
て
は
契
約
当
事
者
全
員
の
同
意
が
な
け
れ
ば
変
更
し
え
な
い
旨
の

合
意
に
つ
い
て
、
「
契
約
当
事
者
た
る
彼
ら
の
み
が
会
社
の
唯
一
の
所
有
者

で
あ
り
、
法
或
い
は
公
序
、
公
益
を
侵
害
し
な
い
限
り
、
彼
ら
は
、
会
社
の

財
産
の
使
用
及
び
経
営
に
つ
い
て
、
彼
ら
、
が
適
当
と
す
る
協
定
を
締
結
し
う

る
地
位
に
あ
る
」
と
判
示
し
、
取
締
役
会
の
定
足
数
を
定
め
て
い
る
制
定
法

を
何
ら
侵
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
し
て
こ
の
合
意
を
有
効
と
し
て
い

る

な
お
、
そ
の
他
、
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
株
主
間
の
合
意
一
般
に

つ
い
て
、
附
属
意
見
で
、
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
な
い
他
の
株
主
或
い
は

会
社
・
会
社
債
権
者
を
害
し
な
い
場
合
に
は
有
効
と
な
る
こ
と
を
認
め
る
判

(
H
W
〉

例
が
あ
る
。

最
後
巳
、
こ
れ
ら
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
す
る
株
主
閑
の
合
意
(
契
約
〉

を
有
効
と
す
る
判
例
も
、
そ
の
契
約
違
反
に
対
し
て
は
、

(日
v

を
認
め
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
特
別
に
強
制
す
る
こ
と
を
認
め
会
社
に

〈ロ)

対
す
る
効
力
も
認
め
る
判
例
が
あ
る
。

一
般
に
損
害
賠
償
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U
5
5・
前
掲
ロ
己
註
〈
叩
叩
〉
で
も
、
「
も
し
債
権
者
の
利
益
が
そ

れ
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
の
で
な
け
れ
ば
、
全
て
の
同
意
に
も
と
づ

き
、
会
社
の
全
て
の
株
主
は
会
社
の
完
全
な
る
所
有
者
で
あ
る
か
ら

会
社
の
営
業
、
財
産
に
つ
い
て
彼
ら
株
主
の
選
択
し
た
い
よ
う
に
協

定
を
締
結
し
う
る
、
と
の
原
則
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
で
は
こ
の
点

に
つ
い
て
は
問
題
と
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る

c
r
E・
-
S
Z

阿山・巳同
y
g
N〉
。
ま
た
、
前
掲
竺
己
註
(
叩
山
〉
の
宮
口

ρ
E内庁〈・

ω
g
z
E
Eで
も
、
』
-
H
h
o
r
g
g
は
、
株
主
聞
の
合
意
を
認
め
て
株
主

の
利
益
を
保
護
す
べ
き
と
の
反
対
意
見
を
述
べ
て
い
る
公
玄
ι・
呂
田

会社支配と株主間の合意

Z-
何
・
己
目
y
Nムロ
)

o

な
お
、
取
締
役
の
行
為
に
つ
い
で
取
締
役
全

員
の
同
意
を
要
求
し
た
附
属
定
款
の
規
定
を
無
効
に
し
た
、

F
3ロi

芯ロ
LH
〈
穴
g
g口
出
c
E
H
R・
判
決
に
お
け
る
』
・
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s
d
E可
の

反
対
意
見
参
照

8
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2・開
-
E
2
3・
8
m
I
E
3
0

(
什
)
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
議
決
権
拘
束
契
約
に
関
し
て
述
べ
た

が
、
役
員
の
任
命
、
配
当
の
宣
言
な
ど
に
つ
い
て
会
社
に
対
す
る
効

力
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
独
立
の
法
人
格
た
る
会
社
が
契
約
当
事

者
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
当
然
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ

の
場
合
に
は
、
予
め
契
約
違
反
に
よ
っ
て
生
ず
る
で
あ
ろ
う
損
害
の

額
を
合
意
し
て
お
く
必
要
が
説
か
れ
て
い
る
公
。
、
ロ

g
f
掛
町
・
三

唱・

ω印
U
〉。

(
ロ
)
前
掲
の

{UFHr
〈
-
u
a
m
f
c
m
-
F
H
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C
L
2
u
宮
司
-50
〈・

毛
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U
S
Z
豆
島
S
H
D
E
富
岡
町
・
。
0・
は
、
原
告
の
特
定
履
行
の
訴

を
認
め
て
い
る
が
、
学
説
に
お
い
て
も
、
こ
の
場
合
に
特
定
履
行
を

認
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
当
該
会
社
の
全
て
の

株
主
が
契
約
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
い
わ
ゆ
る
会
社

の
法
人
格
を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
り
会
社
に
対
す
る
効
力
を
認
め
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
(
ロ
己
g
a
-
。唱
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O(UD一口
5
・戸
-
m
2
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定

法

制

各
州
の
制
定
法
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
多
く
が
、
会
社
の
経
営
権
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料

限
が
取
締
役
会
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
ま
た
、
役
員
そ
の
他
の
会
社
の
代

理
人
の
選
任
、
報
酬
の
決
定
、
或
い
は
配
当
の
宣
言
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
取

締
役
会
の
権
限
に
属
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
州
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

資

か
ら
、
取
締
役
の
裁
量
権
を
制
約
し
取
締
役
会
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
事
項

に
干
渉
す
る
株
主
間
の
合
意
は
、
そ
の
多
く
が
裁
判
所
で
無
効
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
時
、
こ
の
よ
う
な
合
意
に
つ
い
て
も
、
閉
鎖
的
な
会
社
の
実

態
を
考
慮
し
、
取
締
役
(
会
)
の
権
限
を
刷
制
約
す
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し

て
無
効
と
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
を
制
定
法
で
明
示
す
る
州
が
出
て
い

る
(

1

)

 

一ュ

l

ヨ
l

p
州
事
業
会
社
法
(
戸
ペ
・
切
5
・
(
υ
C
『
司
・
亡
君

湖

町

N
O
(
F
)噌

cug))
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
則
ち
、

会
社
の
事
業
の
執
行
に
つ
き
、
取
締
役
会
を
不
当
に
制
約
し
、
ま
た
は
、

本
法
に
も
と
づ
き
本
来
取
締
役
会
の
権
限
に
属
す
る
経
営
の
全
部
も
し
く
は

一
部
を
一
人
以
上
の
株
主
も
し
く
は
そ
の
選
択
す
る
一
人
以
上
の
者
も
し
く

は
一
以
上
の
会
社
に
不
当
に
移
転
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
法
が
本
来
禁

止
す
る
定
款
の
規
定
は
、
次
の
場
合
に
は
、
こ
れ
を
有
効
と
す
る
。

)
 
1
 
(
 
全
て
の
発
起
人
ま
た
は
議
決
権
を
有
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
全
て

の
社
外
株
式
の
萱
録
保
有
者
が
、
定
款
ま
た
は
修
正
定
款
に
お
い
て
こ
の
規

定
を
援
権
し
た
と
き
。
及
び
、

(2) 

こ
の
規
定
の
採
択
の
後
に
お
い
て
、
こ
の
規
定
を
知
り
ま
た
は
こ

の
規
定
に
書
面
に
よ
り
同
意
し
た
者
に
対
し
て
の
み
株
式
を
移
転
し
ま
た
は

発
行
す
る
と
き
。

そ
し
て
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
は
定
款
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
取
締
役

会
の
権
限
を
制
約
し
う
る
こ
と
を
-
認
め
る
が
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
事

業
会
社
法

(ω
・
。
・
。
色
。
〉
ロ
戸
抑
一
N

1

5
・
N
N
(
ザ
)
・
(
呂
田
N
)
)

も
、
同
じ

く
つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
則
ち
、

書
面
に
よ
る
合
意
は
、
定
款
も
し
く
は
附
属
定
款
ま
た
は
書
簡
に
よ
る
契

約
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
会
社
の
業
務
に
関
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
と
、
次
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
合
意
が
、
会
社
の

取
締
役
の
権
限
も
し
く
は
裁
量
を
制
限
も
し
く
は
制
約
す
る
こ
よ
を
理
由
と

す
る
の
み
で
は
、
無
効
と
さ
れ
な
い
。

)
 
1
 
(
 
そ
の
合
意
ま
た
は
そ
の
合
意
の
存
在
が
、
定
款
に
お
い
て
明
確
に

示
さ
れ
て
い
る
と
き
。

(2) 

そ
の
合
意
が
、
議
決
権
を
有
す
る
と
否
と
を
問
わ
ず
会
社
の
全
て

の
株
主
に
よ
っ
て
授
権
さ
れ
た
と
き
。

し
か
し
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
事
業
会
社
法

(
Z・。・

0
2・
E
え

掛

印

印

1
誌
な
)
・

(-ug〉
)
は
、
株
主
聞
の
合
意
〈
契
約
)
に
よ
る
場
合
で
も
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取
締
役
会
の
権
限
を
制
制
約
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
即
ち
、

「
会
社
の
全

て
の
株
主
聞
も
し
く
は
そ
れ
以
下
の
株
主
聞
の
合
意
は
、
株
主
関
の
み
で
あ

ろ
う
と
株
主
と
株
主
以
外
の
第
三
者
と
の
問
で
あ
ろ
う
と
、

当
事
者
間
で

は
、
そ
れ
が
、
取
締
役
会
の
裁
量
に
干
渉
す
る
会
社
業
務
の
経
営
に
関
す
る

〔

2
〉

も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
無
効
と
さ
れ
な
い
」
と
規
定
す
る
。
そ

し
て
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
を
設
け
て
い
る
デ
ラ
ウ
エ

ア
州
一
般
会
社
法
も
、
こ
れ
と
同
一
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
な
お
、
同
じ

く
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
を
設
け
て
い
る
フ
ロ
リ
ダ
州
事

業
会
社
法
は
、
会
社
の
業
務
に
関
し
て
株
主
が
合
意
で
規
制
し
う
る
事
項
と

し
て
具
体
的
に
会
社
の
経
営
、
配
当
の
宣
言
と
支
払
い
そ
の
他
の
利
益
の
分

配
、
役
員
の
選
任
、
及
び
株
主
の
雇
傭
な
ど
を
あ
げ
、
そ
の
合
意
は

(2) 

款
、
附
属
定
款
或
い
は
会
社
の
全
て
の
株
主
に
よ
る
書
面
で
の
契
約
の
い
ず

(
4
v
 

れ
で
も
な
し
う
る
も
の
と
し
、
更
に
、
ノ
l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
と
同
一

〔

5
〉

の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
く
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
つ
い
て
特
別

《

6
)

の
規
定
を
設
け
て
い
る
メ
リ

l
ラ
ン
ド
州
一
般
会
社
法
も
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法

と
大
体
同
様
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
(

1

〉
の
よ
う
な
規
定

会社支配と株主聞の合意

を
置
い
て
い
る
州
の
多
く
は
、
更
に
、

(
h
u
v
 

株
主
間
の
合
意
が
、
会
社
を
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
し
て
、
或

い
は
、
株
主
聞
の
関
係
を
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
、
を
理
由
と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
示
し
て

い
る
。即

ち
、
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
事
業
会
社
法
(
期
目
印
!
日
(
町
)
)
は
、

「
会
社
の
株
主
が
一
般
的
に
証
券
業
者
に
よ
っ
て
市
場
で
取
引
さ
れ
る
場
合

を
除
い
て
、
定
款
も
し
く
は
附
属
定
款
ま
た
は
当
事
者
全
て
に
よ
る
書
面
に

作
成
し
か
っ
署
名
し
た
契
約
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
、
全
て
の
株
主
が
同
意

し
た
書
面
に
よ
る
合
意
は
、
会
社
事
業
の
経
営
も
し
く
は
会
社
利
益
の
分
配

そ
の
他
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
が
、
会
社
の
業
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
当
事
者
間
で
は
、
そ
れ
が
、
当
事
者
に
よ
り
会
社
を
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ツ

プ
の
よ
う
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
当
事
者
の

定

関
係
を
パ
ー
ト
ナ
ー
問
で
の
み
適
当
と
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
方
法
で
協
定

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
無
効
と
さ
れ
な
い
」
と

内

8
v

規
定
し
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
事
業
会
社
法
(
掛
一
M
I
g
-
M
M
S
)
)

は、

「
会
社
の
経
営
及
び
業
務
に
関
す
る
、
ま
た
は
、
株
主
聞
の
関
係
に
関
す

る
、
株
主
間
の
い
か
な
る
合
意
も
、
そ
れ
が
、
会
社
の
業
務
を
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
の
よ
う
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
こ
と
、
及
び
、
株
主
を
パ
ー
ト
ナ
ー

の
よ
う
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
の
み
で
は
、
無
効
と
さ

れ
な
い
」
と
規
定
す
る
。
ま
た
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
つ
い
て
特
別
の
規
定

を
置
い
て
い
る
フ
ロ
リ
ダ
州
事
業
の
会
社
法
の
規
定
回
、
ノ

1
ス
・
カ
ロ
ラ

北法21(3・221)587



料

(
刊
)

イ
ナ
州
法
と
同
一
で
あ
り
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
一
般
会
社
法
の
規
定
も
、
大
体

〈

H
V

に
お
い
て
ノ

i
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
法
と
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
閉
鎖
的
株

資

式
会
社
に
つ
い
て
特
別
の
規
定
を
設
け
て
い
る
州
で
は
、
更
に
、

定
款
で
会
社
の
事
業
・
業
務
を
取
締
役
会
に
よ
っ
て
で
は
な

(
…

m〉

く
株
主
に
よ
り
直
接
経
営
す
る
こ
と
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定

ぱ
、
立
法
に
よ
り
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
実
態
に
即
し
た
解
決
を
与
え
て
い
る

の
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
、
取
締
役
会
5
の
権
限
を
制
約
す
る
株
主
聞
の
合
意

を
認
め
る
、
及
び
、
会
社
或
い
は
株
主
を
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
或
い
は
パ

I

ト
ナ
!
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
株
主
聞
の
合
意
を
認
め
る
、
更
に
は
、

株
主
が
直
接
に
会
社
を
経
営
す
る
こ
と
を
認
め
る
州
の
制
定
法
は
、
多
く
は

そ
れ
を
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
乃
至
実
質
的
な
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
の
み
適
用

し
、
そ
し
て
か
よ
う
な
合
意
、
が
書
面
で
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
当

該
会
社
の
全
て
の
株
主
の
同
意
に
も
と
づ
く
合
意
に
よ
る
こ
と
を
要
求
し
て

い
る
が
、
こ
れ
ら
の
要
求
は
、
か
よ
う
な
合
意
の
効
力
を
認
め
よ
う
と
す
る

ハ

uv

学
説
・
判
例
の
見
解
に
従
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
そ
の
他
に
こ
こ

で
あ
げ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、

(

-

w

)

 

取
締
役
会
の
権
限
と
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
、
定
款
・
附

属
定
款
で
個
別
的
に
別
段
の
定
め
を
な
す
こ
と
を
認
め
る
も
の
が
あ
る
。
そ

し
て
、

い
く
つ
か
の
州
で
は
、
会
社
の
役
員
乃
至
特
定
の
役
員
を
株
主
が
直

接
選
任
す
る
旨
を
定
款
乃
至
附
属
定
款
で
定
め
る
こ
と
を
明
示
的
に
認
め
て

い
る
。
ま
た
、
取
締
役
会
の
定
足
数
・
決
議
要
件
に
つ
い
て
、
株
主
総
会
の

場
合
と
同
様
に
、
定
款
乃
至
附
属
定
款
で
別
段
の
定
め
を
な
す
こ
と
或
い
は

(
日
)

法
定
以
上
を
要
求
す
る
こ
と
を
認
め
る
州
も
出
て
い
る
。

(
1
)

な
お
、
こ
れ
を
援
権
す
る
規
定
は
「
会
社
の
株
式
が
全
国
の
証
券

取
引
所
に
上
場
さ
れ
ず
ま
た
は
全
国
も
し
く
は
そ
の
支
部
の
証
券
業

協
会
の
一
人
以
上
の
会
員
に
よ
り
庖
頭
市
場
に
お
い
て
正
規
に
相
場

に
付
さ
れ
て
い
な
い
限
り
」
と
い
う
条
件
を
つ
け
(
期
間
N

0

5

)

、

実
質
的
に
閉
鎖
的
株
式
会
社
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。
ま
た
、
こ

の
規
定
を
援
権
ま
た
は
同
意
す
る
株
主
に
対
し
、
取
締
役
会
の
裁
量

及
び
権
限
を
制
約
す
る
範
囲
に
お
い
て
取
締
役
と
同
一
の
責
任
を
課

し
(
羽
田
N

0

5

〉
、
更
に
、
定
款
に
こ
の
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
場

合
に
は
そ
の
規
定
の
存
在
を
そ
の
会
社
の
発
行
す
る
全
て
の
株
券
に

記
載
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
〈
湖
町
M
O
S
)
)
。

(

2

)

か
よ
う
な
合
意
を
な
す
場
合
に
は
、
当
事
者
た
る
株
主
に
会
社
の

経
営
に
関
し
て
取
締
役
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
る

(
-
F
F
ι
)
。

(
3
)
ロ
己
・
円
U
D
L
。
〉
ロ
ロ

-Z-
∞
m
ω
印0
・
今
回
目
3
・

〈
4
)
E
P
P
2・
〉
ロ
ロ
・
湖
町
O
∞・
0

一O
印(同)・〈一回目
ωγ

(
5〉

HZι.
湖町
C

∞
O

一Gas-
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(2) 

(
6〉
〉
ロ
ロ
・
(
U
O
仏
。
冨
《
目
印
円
丹

M
印
期

-
E・
2
8
3・

(

7

)

も
っ
と
も
、
ノ
l
ス
・
カ
ロ
一
ブ
イ
ナ
州
法
の
よ
う
な
規
定
は
特
に

置
い
て
い
な
い
。
な
お
、
新
た
に
そ
の
よ
う
な
合
意
に
服
す
る
株
式

を
取
得
し
た
者
で
も
、
そ
の
合
意
の
存
在
を
知
っ
て
取
得
し
た
場
合

に
は
そ
の
合
意
に
同
意
し
た
も
の
と
み
な
す
旨
の
規
定
を
置
い
て
い

る

O
Z仏
・
期
↓
O
A
(の
)
)
。

(

8

)

こ
の
場
合
に
、
か
よ
う
な
合
意
に
服
す
る
株
式
に
つ
い
て
そ
の
内

容
を
知
っ
て
当
該
株
式
を
取
得
し
た
者
は
、
そ
の
合
意
の
規
定
に
拘

束
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
(
正
巳
。

〔

9
)
町一
ω
・

ω時
三
・
〉
ロ
ロ
・
初
出
。
∞
・

0
一O
印(旧)・

〈
叩
)
ロ
乙
.
の
c
L
m
〉
ロ
ロ
・
江
戸
∞

mω2--

(
け
)
も
っ
と
も
、
会
社
の
全
て
の
株
主
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
に
限

定
し
て
い
な
い
。

(
ロ
)
当
?
盟
主
・
〉
ロ
ロ
・
羽
田

8
・
0
一O
M
U
D
o
-
-
の
己
《
凶
作
〉
ロ
戸
江
戸
∞
掛

ω印
一
円
〉
ロ
ロ
・
〈
U
C

母
叉
《
H
-
R円
・
お
湖
一

ou
・
な
お
フ
ロ
リ
ダ
州
法

は
、
こ
の
場
合
に
株
主
が
三
人
以
上
存
在
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
デ

ラ
ウ
エ
ア
州
法
は
、
か
よ
う
な
定
款
の
規
定
は
会
社
の
全
て
の
発

起
人
或
い
は
株
主
に
よ
り
授
権
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
な

お
、
こ
れ
ら
の
州
で
は
い
ず
れ
も
、
株
主
に
よ
る
会
社
の
経
営
を
認

め
る
場
合
に
株
主
に
会
社
の
経
営
に
関
し
て
取
締
役
に
課
せ
ら
れ
る

の
と
同
一
の
義
務
を
課
し
て
い
る
。

(
日
)
な
お
、
ブ
ラ
ド
レ
イ
は
、
こ
れ
ら
の
制
定
法
の
規
定
に
つ
い
て
批

判
を
加
え
、
取
締
役
会
の
権
限
を
制
約
す
る
合
意
、
そ
の
他
会
社

会社支配と株主聞の合意

の
経
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
干
渉
す
る
合
意
は
、
定
款
の
規
定

に
よ
る
べ
き
場
合
に
限
定
す
べ
き
で
な
い
こ
と
、
及
び
、
少
数
株
主

に
対
し
て
損
害
を
与
え
る
危
険
が
あ
る
か
ら
当
該
会
社
の
全
て
の
株

主
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
合
意
は
、
こ
れ
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い

こ
と
、
を
説
い
て
い
る
(
回
目
色
。
F
C唱
の

F
T
2
0
8括
2
0者
出

戸

河

内
4

〈
・

ω仲
間

y

二∞
ω
〉。

な
お
、
日
本
法
に
お
い
て
は
、
株
主
総
会
は
法
定
の
決
議
事
項
以

外
に
定
款
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
も
決
議
し
う
る
も
の
と
し
て
い

る
(
商
二
三

O
条
ノ
二
〉
。
そ
し
て
、
取
締
役
会
の
権
限
の
全
て
を

株
主
総
会
の
権
限
に
移
す
こ
と
は
、
株
式
会
社
の
必
要
的
機
関
で
あ

る
取
締
役
会
の
存
在
を
実
質
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
許

さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
新
株
の
発
行
、
社
債
の
発
行
な
ど
も
株
主
総

会
の
権
限
と
定
め
る
こ
と
も
差
支
え
な
い
と
さ
れ
、
た
だ
学
説
上
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
代
表
取
締
役
の
選
任
を
株
主
総
会
の
権
限

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
一
部
学
説
は
、
代
表
取
締
役
は
取
締
役
会
の
業
務
執
行
を
代
理
行

使
す
る
復
代
理
人
的
地
位
に
立
ち
取
締
役
会
は
代
表
取
締
役
に
対
し

て
命
令
監
督
す
る
権
限
を
有
し
、
こ
の
権
限
は
取
締
役
会
の
代
表
取

締
役
解
任
権
に
よ
り
裏
づ
け
ら
れ
る
か
ら
、
株
主
総
会
が
代
表
取
締

役
を
選
任
し
う
る
と
す
る
な
ら
ば
取
締
役
会
は
そ
の
解
任
権
を
有
し

な
い
結
果
右
の
監
督
権
の
裏
づ
け
を
失
な
う
こ
と
、
を
理
由
に
こ
れ

を
否
定
す
る
(
大
隅
「
会
社
法
中
巻
」
一
一
一
二
一
貝
、
野
津
務
「
代
表

取
締
役
」
株
式
会
社
法
講
座
三
巻
一

O
九
二
頁
〉
。
し
か
し
多
数
説
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料

は
、
代
表
取
締
役
は
会
社
の
代
表
機
関
で
あ
っ
て
取
締
役
会
の
代
表

機
関
で
な
い
こ
と
、
な
ど
を
理
由
に
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
(
鈴
木

目
石
井
「
改
正
株
式
会
社
法
解
説
」
一
五
六
頁
、
西
原
「
株
主
総
会

の
運
営
」
株
式
会
社
法
講
座
三
巻
一

O
五
六
頁
、
石
井
「
会
社
法
上

巻
」
一
二
三

O
頁
、
田
中
(
誠
)
「
会
社
法
詳
論
上
」
一
一
一
六
一
一
良
、
松
田

「
会
社
法
概
論
」
一
八
五
頁
)
。
も
っ
と
も
、
立
法
論
と
し
て
、
定

款
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
が
法
定
の
決
議
事
項
以
外
に
つ
い
て
も

決
議
し
う
る
と
す
る
こ
と
は
近
代
的
企
業
経
営
の
技
術
性
、
合
理
性

か
ら
し
て
望
ま
し
く
な
い
と
の
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
(
石
井
「
株

主
総
会
の
研
究
」
二
三
頁
以
下
、
中
村
一
彦
「
社
員
権
か
ら
の
支
配

的
権
利
の
分
離
お
よ
び
社
員
資
格
と
機
関
資
格
の
分
離
」
田
中
(
誠
)

古
稀
記
念
三

O
七
・
三

O
八
頁
。
な
お
、
石
井
教
授
は
、
会
社
の
計

算
書
類
の
確
定
、
承
認
に
関
す
る
事
項
を
株
主
総
会
の
決
議
事
項
と

し
て
い
る
こ
と
も
問
題
で
あ
る
と
す
る
。
右
掲
書
・
六

O
頁)。

(川門
)
O
m
-
-
(
U
O
品
。
〉
ロ
ロ
門
戸
∞

m
-
A
N
(釦
)
・
今
回
目
吋
)
一
の
?
の
C
〔
凶
作

〉
ロ
戸
掛
川
N
1
呂田∞

(ω
ロ虫
y
呂田町〉

h
Z命
r
H
N
2
・
ω
円三・訓

N
-
ー
二
m

o
s
s
h
H
4・』・

2
白
戸
〉
ロ
戸
期
一
品
川
吋
l
m
C
8
3
u
z
・
三
-

ω
件
。
時
・
〉
口
口
湖
印
了
M
l
↓印(↓∞
mM)
一一
Z
・J
へ・∞
E
-
(リ2
刀

-HLω
耳
湖

コ
印
(

V

)

・(一
u
m
ω
)
h
H
v
p
ω
同
防
庁
〉
ロ
ロ
・

2
円一印

m
M∞印
M
Jム
c
m
今回目∞〉

U
H
N
.
H
.
C
Z
〉
ロ
口
調
ア
ム
i

印
(
一
回
目
吋
)
宮
内
同
.
〉
ロ
ロ
・
(
リ
c
r
R門.

Nω

湖
呂
(
一
回
目
吋
)

U

戸

。

-cg-
∞
宮
内
・
期
間
山

1
2
(笹)・ハ

ωEz-

-ug)・
な
お
、
マ
サ
チ
ュ
セ
ツ
ツ
州
法
は
、
会
計
役
(
可
2
E
B
C

書
記
(
口
百

εを
株
主
が
選
任
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
(
宮
ω
自・

資

〉ロロ

-rmd司
n
y
・
一
印
四
割

N
N
(
F
E
-
一
回
目
白
〉
〉
。
な
お
、
役
員
は
一

般
的
に
正
当
な
理
由
の
有
無
に
拘
ら
ず
い
つ
で
も
取
締
役
会
(
右
婦

の
州
で
は
株
主
総
会
)
が
解
任
で
き
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
旨
を

規
定
す
る
州
が
多
い
が
、
任
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の

任
期
満
了
前
に
役
員
を
解
任
す
る
に
つ
い
て
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ

る
旨
を
明
示
す
る
州
が
あ
る
(
戸
内
・

2
・
P
の
3
・
2
ω
?
羽
田
l
ω
4

2
)
H
M
M
P
ω
宮
司
〉
ロ
ロ
江
戸
笥
掛

N∞印
NlAO吋一一
Z
・
J
1

・
即
日
。
。
号
-

F
h
w
d
〈
掛
コ
町
(
ザ
)
)
。

そ
の
他
、
会
社
財
産
に
対
す
る
抵
当
権
設
定
に
つ
い
て
、
定
款
で

株
主
の
同
意
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
定
め
る
こ
と
を
認
め
る
州
と
し

て
、
の
巳
の
D
弓
・
。
。
仏
巾
〉
ロ
ロ
-
m
ω
∞0
0

(

一∞ム
1
1
)
U

吋角川口口・の
D
円山内・

〉
ロ
ロ
・
ゅ
お
l
目
白
(
一
回
目
)
が
あ
り
、
ま
た
、
定
款
、
附
属
定
款
で

取
締
役
会
の
権
限
に
つ
い
て
別
段
の
定
め
を
な
す
こ
と
を
株
主
に
一

般
的
に
留
保
す
る
こ
と
を
認
め
る
州
と
し
て
、

ζω
自
・
〉
ロ
ロ
円
、
ω司

口
「
一
印
由
回
指
印
品

(ω
口同】明
y
-
u
m
m
)
が
あ
る
。
な
お
、
ノ

l
ス
・
カ

ロ
ラ
イ
ナ
州
法
は
、
一
定
数
の
株
式
を
保
有
し
て
い
る
株
主
に
、
一

定
の
条
件
で
会
社
に
配
当
を
な
す
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
を
認
め
て

い
る
〈
2
・。・

0
2・
ω
g
?
期
間
印
l
印O
(

同)・

(ω
ロ旬開
y
-
甲山町))。

(江川〉同一一
-

K

戸口口・

ω
E
n
r
・
ω
旧
制
一
可
・

ω
吋
(
一
回
勾
〉

h
宅自・

ω
宮内・

期
お
0
.
ω

印(一回目印
)
u
C
E
O
-
問
宮
、
・
。
cι
め
〉
ロ
ロ
-
m

二口一
-m
吋

(一
8
3
h
H
4・
ペ
・
回
5
・
。
D
門
司
戸
凶
毛
市
吋
OU

〈
一
回
包
)
・
な
お
、

宮
O

《
才
一
切

5
・。
D
叫
七
〉
口
同
期

ω
吋(嗣
N
2
-
u
m
ω
)
・

北淡21(3・224)590



結

語

以
上
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
閉
鎖
的
株
式
会
社
を
め
ぐ
る
一
つ
の
課
題

と
し
て
し
ば
し
ば
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
株
主
問
の
種
々
の
合
意
に
つ
い
て

紹
介
を
試
み
て
み
た
が
、
こ
れ
ら
の
株
主
間
の
合
意
を
通
し
て
、
裁
判
所
更

に
は
立
法
者
も
、
次
第
に
、
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
実
態
に
則
し
た
、
そ
し
て
、

こ
れ
ら
閉
鎖
的
株
式
会
社
の
株
主
の
特
殊
な
地
位
に
も
と
づ
く
要
求
に
対
処

し
た
解
決
を
与
え
つ
つ
あ
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
本
稿
、
が
問
題
と
し
た
よ
う
な
株
主
聞

の
合
意
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
で
余
り
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
中

小
規
模
の
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
株
主
や
取
締
役
が
少
数
で
か
つ
お
互
い

十
分
に
知
り
あ
っ
て
い
て
、
株
主
と
取
締
役
を
兼
ね
て
い
る
者
が
少
な
く
な

く
、
ま
た
、
株
主
総
会
や
取
締
役
会
を
現
実
に
関
か
な
い
で
会
社
の
運
営

会社支配と株主聞の合意 (2) 

経
営
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
多
4

あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
株
主
相

互
筒
或
い
は
株
主
と
取
締
役
と
の
間
で
議
決
権
行
使
に
関
し
て
或
い
は
会
社

の
運
営
・
経
営
に
関
し
て
協
定
し
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
今
後
、
議
決
権
行
使
に
関
す
る
或
い
は
会
社
の

運
営
・
経
営
に
関
す
る
協
定
が
裁
判
所
で
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
、
本
稿
が

問
題
と
し
た
よ
う
な
合
意
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
法
で
与
え
ら
れ
て
い
る

解
決
が
参
考
と
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
が
、
な
お
、
立
法
論
と
し
て
も
、
本
稿

が
問
題
と
し
た
株
主
悶
の
合
意
を
通
し
て
、
閉
鎖
的
な
会
社
の
株
主
の
要
求

に
対
処
し
、
株
主
総
会
に
つ
い
て
書
面
決
議
を
認
め
る
判
例
・
制
定
法
、
或

い
は
、
取
締
役
会
に
代
っ
て
株
主
が
直
接
会
社
を
経
営
す
る
こ
と
を
認
め
る

制
定
法
が
出
さ
れ
、
更
に
は
、
特
別
法
を
設
け
て
広
く
閉
鎖
的
な
会
社
に
お

い
て
生
じ
て
い
る
法
と
経
済
的
現
実
と
の
隔
離
に
つ
い
て
積
極
的
な
解
決
を

計
ろ
う
と
し
て
い
る
点
な
ど
参
考
と
な
る
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
。

(
1
〉
も
っ
と
も
、
第
四
章
、
第
五
章
で
問
題
と
し
た
よ
う
な
株
主
聞
の

合
意
に
つ
い
て
は
、
定
款
で
定
め
る
場
合
に
は
問
題
に
な
り
う
る
と

し
て
も
、
株
主
は
株
主
総
会
を
通
じ
て
の
み
会
社
の
運
営
・
経
営
に

関
与
し
う
る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
、
会
社
の
業
務
執
行
機
関
と
し
て

取
締
役
会
、
代
表
取
締
役
と
い
う
制
度
が
置
か
れ
て
い
る
建
前
か
ら

し
て
、
立
法
論
と
し
て
株
主
に
組
合
員
の
よ
う
な
権
利
を
認
め
る
の

な
ら
と
も
か
く
、
解
釈
論
と
し
て
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ

ろ
う
。

(
2
)

日
本
に
お
い
て
も
最
近
、
中
小
規
模
の
株
式
会
社
に
関
し
て
立
法

論
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
株
主
総
会
に
つ
い
て
書
面
に
よ
る
決
議

を
認
め
よ
と
の
見
解
が
多
い
(
鈴
木
「
株
式
会
社
法
の
再
改
正
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
一

O
O号
一
一
一
七
1

一
二
八
頁
、
問
中
誠
「
株
式
会
社
の

機
関
(
公
認
会
計
士
の
問
題
を
含
む
〉
の
改
正
論
」
私
法
一
六
号
一

O
二
真
、
菱
田
「
株
主
の
議
決
権
行
使
と
会
社
支
配
」
二
一
四
頁
、
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料

長
谷
部
「
裁
判
会
社
法
」
二
五
五
頁
、
「
石
井
株
主
総
会
の
研
究
」
二

O
七
頁
。
な
お
、
長
谷
部
判
事
は
、
更
に
中
小
株
式
会
社
に
つ
い
て

は
、
株
主
総
会
の
制
度
を
廃
止
し
、
そ
の
意
思
決
定
に
つ
き
特
別
の

制
限
を
設
け
ず
、
た
だ
、
い
わ
ゆ
る
少
数
株
主
権
の
行
使
と
し
て
株

主
総
会
開
催
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
か
、
株
主

の
請
求
に
も
と
づ
き
一
定
の
制
限
の
下
に
取
締
役
は
議
案
の
説
明
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
と
す
る
。
右
掲
書
・

二
ハ
六
|
一
六
七
頁
、
二
五
五
頁
)
。
ま
た
、
中
小
規
模
の
株
式
会

社
に
つ
い
て
は
、
有
限
会
社
の
よ
う
に
取
締
役
会
を
廃
止
し
取
締
役

各
自
が
会
社
を
代
表
す
べ
き
か
、
及
び
、
監
査
役
を
任
意
機
関
化
す

べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
ハ
こ
の
点
は
、
法
制
審

議
会
の
商
法
部
会
で
の
「
監
査
役
の
会
計
監
査
お
よ
び
取
締
役
の
業

務
監
査
を
強
化
す
る
案
」
(
昭
四
二
・
五
・
二
〉
の
小
会
社
の
特
例

と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
酒
巻
助
教
授
は
、
中
小
株
式
会

社
に
つ
い
て
は
、
取
締
役
会
を
任
意
機
開
化
す
る
方
が
よ
り
妥
当
で

は
な
い
か
と
述
ペ
、
更
に
、
取
締
役
の
任
期
に
つ
い
て
も
、
中
小
株
式

会
社
に
お
い
て
は
取
締
役
を
頻
繁
に
更
迭
す
る
必
要
が
な
い
の
で
、

こ
れ
に
つ
い
て
何
ら
の
規
定
を
設
け
な
い
こ
と
も
許
さ
れ
て
よ
い
と

す
る
。
酒
巻
「
取
締
役
の
責
任
と
会
社
支
配
」
一
二
三
頁
、
一
二
六

資

頁〉。な
お
、
中
小
規
模
の
株
式
会
社
を
め
ぐ
っ
て
生
ず
る
多
く
の
問
題

の
抜
本
的
解
決
の
た
め
に
、
株
式
会
社
法
を
中
小
規
模
の
会
社
と
大

会
社
と
で
二
分
す
べ
き
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
と
の
関
係
で
有
限
会
社

法
を
ど
う
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
最
も
大
き
な
論
点
と
な
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
実
際
界
で
は
、
有
限
会
社
で
は
社
会
的
信
用
が
う
す

い
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
中
小
規
模
の
会
社
に
有
限
会
社
法
の
み
を

適
用
す
べ
き
と
す
る
こ
と
に
か
な
り
の
抵
抗
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が

(
こ
の
点
に
つ
い
て
、
前
掲
・
神
戸
法
学
雑
誌
-
四
巻
三
号
五
八
三

頁
以
下
・
一
一
一
表
、
関
西
経
済
連
合
会
「
株
式
会
社
改
正
要
望
に

関
す
る
調
査
集
計
」
経
済
資
料
一
九
九
輯
(
昭
訂
〉
参
照
)
、
名
前
は

か
り
に
株
式
会
社
に
す
る
と
し
て
も
、
中
小
規
模
の
会
社
に
つ
い
て

は
実
質
的
に
有
限
会
社
を
適
用
す
る
方
向
に
も
っ
て
い
こ
う
と
す
る

見
解
が
多
い
よ
う
で
あ
る
(
「
中
小
株
式
会
社
と
商
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

二
三
二
号
二

O
頁
に
お
け
る
鈴
木
、
矢
沢
発
言
な
ど
)
。
ま
た
、
有
限

会
社
法
の
規
定
の
多
く
は
株
式
会
社
法
が
準
用
さ
れ
、
規
定
の
仕
方

が
複
雑
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
規
制
が
必
ず
し
も
緩
和
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
有
限
会
社
法
の
改
正
の
必
要
も
説
か
れ
て
い
る
(
右
掲
「
中

小
株
式
会
社
と
商
法
」
二

O
頁
に
お
け
る
鈴
木
発
言
、
矢
沢
・
鴻
「
会

社
法
の
展
開
と
課
題
」
一
九
七
頁
に
お
け
る
矢
沢
発
言
な
ど
〉
。

北法21(3・226)592


	1001378.tif
	1001379.tif
	1001380.tif
	1001381.tif
	1001382.tif
	1001383.tif
	1001384.tif
	1001385.tif
	1001386.tif
	1001387.tif
	1001388.tif
	1001389.tif
	1001390.tif
	1001391.tif
	1001392.tif
	1001393.tif
	1001394.tif
	1001395.tif
	1001396.tif
	1001397.tif
	1001398.tif
	1001399.tif
	1001400.tif
	1001401.tif
	1001402.tif
	1001405.tif
	1001406.tif
	1001407.tif
	1001408.tif
	1001409.tif
	1001410.tif
	1001411.tif
	1001412.tif
	1001413.tif
	1001414.tif
	1001415.tif
	1001416.tif
	1001417.tif
	1001418.tif
	1001419.tif
	1001420.tif

